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　会長の岸本でございます。本日は、お忙しい

中、定時総会に出席いただきまして、誠にありが

とうございます。また、平素は、本会事業にご協

力いただいておりますことを、この場をお借りし

て改めてお礼申し上げます。

　昨年は全国に５０ある単位会すべてにADRセン

ターが設立されました。このことは、我々土地家

屋調査士が境界の専門家であること、加えて法律

関連職としての地位を社会的に明確にするもので

あると考えております。

　特に昨年は、本会において地図づくりへの参画

推進に向けた活動を行ってまいりました。地図づ

くりとしては、１４条地図作成作業、地籍調査等が

ありますが、地籍調査においては関係機関への働

きかけを行い、また、会員の理解を求めるための

業務研修会を実施しました。小さいながらもその

成果として、但馬地域で１９件、淡路地域で ８件の

土地家屋調査士のみを対象とした業務入札が行わ

れ、全ての作業が完了しております。地図づくり

への参画は土地家屋調査士の使命として、今後も

より一層推進していきたいと考えております。

　昨年は、法務局による非調査士の実態調査に協

力しました。少ないながらも非調査士と思われる

事案が認められ、法務局に対応を求めてまいった

ところであり、昨年県内では初めて非調査士と思

われる事案に対して法務局より警告文書が発出さ

れました。今後も非調査士についての実態把握に

ついては注意深く見守ってまいりたいと考えてお

ります。

　最後になりますが、本日の総会における慎重審

議をお願いしまして、当職の挨拶といたします。

会長あいさつ 会　長 岸　本　八太郎

第73回

平成26年

定時総会
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　本日、ここに兵庫県土地家屋調査士会定時総会が、
盛大に開催されるに当たり、一言お祝いの言葉を申し
述べます。
　兵庫県土地家屋調査士会並びに会員の皆様方には、
平素から、表示登記に関わる法務局業務の円滑な遂行
に、格別の御理解と御協力を賜り、この場をお借りし
て、改めて深く感謝を申し上げます。
　土地家屋調査士制度が制定され６０年以上が経過して
おりますが、この間、兵庫県土地家屋調査士会におか
れましては、土地家屋調査士制度の充実・発展のため、
たゆまぬ御努力をされ、着実に成果を挙げておられる
ところであります。これは、ひとえに会員の皆様方の
御熱意と会長始め役員の皆様方の献身的な御尽力の賜
物であり、心から敬意を表する次第であります。
　さらに、先ほどは、本総会の場をお借りして、多年
にわたり土地家屋調査士として、法務行政の円滑な推
進に多大な御貢献をいただきました皆様方に対しまし
て、表彰をさせていただきました。受賞された皆様方
の今日までの御苦労と御努力に対し、敬意を表し、心
からお祝いを申し上げますとともに、今後とも、御健
勝で、より一層の御活躍を祈念いたします。
　ところで、全国の不動産登記事件数は、平成２３年度
以降、微増傾向に転じており、当局管内におきまして
も、平成２５年度は、前年度と比べて若干の減少はみら
れたものの、長期的にみれば、平成２３年度から増加傾
向にあるものと推測され、今後も、いわゆるアベノミ
クス効果と相まって、登記事件数の増加傾向が継続す
ることが予想されるところです。
　このような状況を踏まえた上で、当局が推進する施
策等の若干の事項につきまして、申し述べさせていた
だきます。
　まず、筆界特定制度についてであります。
　筆界特定制度の発足から ９年が経過しましたが、そ
の間、当局における筆界特定の件数は、常に全国トッ
プクラスを推移しております。平成２５年度は、８７申請、
１４８手続にも上る申請を受け付けており、手続数では、
大阪、東京に次いで全国で ３番目の高水準となってい
るところです。
　このような状況の下、多くの筆界調査委員を送り出
していただいております御会の御協力に対しまして、
深く感謝するとともに、厚く御礼を申し上げます。
　当局では、この全国有数の申請件数を適正・迅速に
処理することを重要課題と位置づけており、引き続き、

効率的な事務処理を推進し、未済事件の減少に取り組
む所存ですので、一層の御理解と御協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。　　　　
　次に、登記オンライン申請の利用拡大についてであ
ります。
　政府は、昨年 ６月に「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」
を閣議決定するなど、世界最高水準のＩＴ利活用社会
の実現を目指しており、これを受けて、法務省民事局
におきましては、国民の利便性の向上、業務の効率化
の観点から、引き続き、登記オンライン申請の利用拡
大に取り組むこととしているところです。
　当局におきましても、政府の方針を実現するため、
局を上げて、その利用拡大に取り組んでいるところで
すが、当局におけるオンライン利用率は、全国の法務
局と比べて低調でありますが、そのような中、会員の
皆様におかれましては、区分建物の表示登記等をオン
ライン申請で行うなど積極的にオンライン申請を御利
用いただいており、深く感謝申し上げる次第です。
　これからも、御会と連携を図りつつ、会員の皆様方
の御協力を得ながら、オンライン申請の利用拡大を図
る所存でありますので、引き続き、一層の御理解と御
協力をお願いいたします。
　次に、登記簿等の公開に関する事務の包括的民間委
託についてであります。
　当局におきましては、平成２３年度から包括的民間委
託による登記簿等の公開事務を行っておりましたが、
昨年度からは、管内全ての登記所において、同一受託
事業者による登記簿等の公開事務を実施しておりま
す。これまでのところ、おおむね順調に事務が行われ
ていますが、引き続き、受託事業者に対して適切な指
導・監督を行い、より質の高い行政サービスの提供に
努める所存でありますので、今後とも、皆様方の御理
解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
　法務局といたしましても、表示登記に関する事務処
理や筆界特定事件の事務処理を適正・円滑に遂行する
ため、御会との連携を深めるとともに、土地家屋調査
士制度の充実・発展に向けて、更に努力を重ねてまい
りたいと考えております。
　最後になりましたが、兵庫県土地家屋調査士会のま
すますの御発展と、会員及び御来賓の皆様方の御健
勝・御活躍をお祈り申し上げまして、私の祝辞とさせ
ていただきます。

祝 辞
神戸地方法務局
局　長 田　邉　　豊
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　本日ここに、神戸地方法務局長を始め、多くのご来
賓をお迎えし、兵庫県土地家屋調査士会平成二十六年
度定時総会が盛会に開催されましたことに、まずもっ
てお慶びとお祝いを申し上げます。
　また、日頃から会長を始めとして、役員の皆様、そ
して、会員の皆様には、日本土地家屋調査士会連合会
の会務運営につきまして、ご理解・ご協力をいただい
ておりますこと誠に心強く感謝を申し上げます。
　新執行部となって、早一年が過ぎますが、平成
二十五年度の連合会の事業方針大綱を基本に活動を重
ね、概ね初期の目標を達成できたと考えております。
この場をお借りいたしまして厚く御礼を申し上げます。
　土地家屋調査士制度において、今日的な課題として
取り上げるならば、それは、「土地家屋調査士が土地境
界の専門家として社会から認知を得て、その地位を確
立し、社会的使命を果たすことに尽きる。」と考えてお
ります。そのための戦略的ツールとしているのが、「境
界紛争ゼロ宣言!!」を社会全体に発信すること、「日常
の業務成果を活用した地図作り」に参画することであ
り、これを強力に推し進めていかなければなりません。
　平成二十六年秋に、シンポジウムを開催しようとし
ていますのも、その一環でありますし、平成二十五年
度の事業として、今年の三月末に、「土地家屋調査士白
書二〇一四」を発刊させていただきましたのも、それ
らを推進する上での基礎資料と位置付けております。
　また、先ごろ、各府省情報化統括責任者連絡会議か
ら、オンライン手続の利便性向上に向けた改善方針
（案）が示されましたが、これまで、連合会が要望し
てきました原本提示や添付書類提出の省略等の「オン
ライン手続に係る負担軽減」策が盛り込まれており、
より一層、完全オンライン化に向けた取組みを強化し
て参ります。
　さらに、国土調査法第十九条第五項の指定申請の関
係では、国土交通省　土地・建設産業局長から本年三
月十二日付けで発出された「民間事業者等の測量成果
を活用した地籍整備の推進について」の中で基準点測
量の一環として、認定登記基準点を用いてよいことの
位置付けがされるとともに、地積更正登記が条件付け

られたことから、土地家屋調査士が、日常業務の成果
を活用した地図作りに参画する道が大きく拓かれたと
考えております。
　他方、近年、全国的に、業務量の減少が問題視され
ておりますが、これは、少子高齢化、人口の都市部へ
の一極集中が大きな要因であると考えられます。これ
についても、発想を転換すれば、業務領域の拡大につ
ながる場面もあると考えております。例えば、土地所
有者の高齢化による境界不明の多発、外国人による基
地周辺地域や、水源地である山村部等の土地購入、企
業による農地所有等の問題は、我々土地家屋調査士が
持つ知見と経験を生かすことができる事柄でありま
す。加えて、連合会としては、土地境界に関する法律
行為の代理権、業務における調査権等の獲得を目指す
べき時期が到来したと捉えております。
　また、東日本大震災被災地の復興計画等が更に具体
化・現実化されることに伴い、登記所備付地図の修正
作業、境界復元作業の必要性・重要性が高まることが
見込まれますところから、引き続き、復興支援に取り
組んで参ります。会員の皆様におかれましても、引き
続きのご協力をお願いいたします。
　土地家屋調査士制度を推進するに当たっては、会員
の力を結集して組織力を強化し、土地家屋調査士会の
自律機能の向上が肝要となります。その上からも、会
員数の規模に左右されない適切な土地家屋調査士会の
運営に資するべく、会員数が百五十人未満の土地家屋
調査士会に対して、研修や広報などへの事業助成を行
いたいと考えておりますので、全国の土地家屋調査士
会と会員の皆様のご理解をお願いいたします。
　今後も、連合会は、土地家屋調査士制度の充実・発
展に向けて全力で取り組み、役員一丸となって邁進す
る覚悟でおります。
　兵庫県土地家屋調査士会並びに会員諸兄の一層のご
理解とご提言を賜りたくお願い申し上げます。
　結びに当たり、本日ご列席の皆様のご健勝と兵庫県
土地家屋調査士会の益々のご発展を祈念し、お祝いの
ことばといたします。

祝 辞
日本土地家屋調査士会連合会
会　長 林　　千　年
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　さる ５月２３日（金）午後 １時からANAクラウンプ

ラザホテル神戸において平成２６年第７３回定時総会が開

催された。

　総会は、神戸支部大平会員の司会により橋詰副会長

の開会宣言がされ、岸本会長から挨拶がなされた。

議　　　事

　当日出席会員　１６３名　委任状出席会員　３１２名

　議長には但馬支部岸部勇会員、副議長に尼崎支部瓜

生哲也会員が選任され、安居副会長及び各部長、委員

長による事業報告並びに会務報告が行われた後、第 １

号議案から第 ４号議案が審議され、全ての議案が賛成

多数により承認された。

第 １号議案　平成２５年度収支決算報告書承認の件

第 ２号議案　平成２６年度事業計画（案）審議の件

第 ３号議案　平成２６年度収支予算（案）審議の件

第 ４号議案　兵庫県土地家屋調査士会役員等選任規則

一部改正（案）の審議の件

式　　典

　議事に引続き、式典が行われ、神戸地方法務局長表

彰はじめ各表彰、多数のご来賓からの祝辞が述べられ

た後、河嶋副会長の閉会の辞により、華やかな内に総

会は終了した。

❖ご臨席いただいた来賓	

神戸地方法務局	 局 　 　 長	 田邉　　豊　様

　　　同	 首席登記官	 巣山　弘清　様

　　　同	 総務課庶務係長	 陰山　卓也　様

兵 庫 県	 副 	 知 	 事	 吉本　知之　様

兵庫県司法書士会	 会 　 　 長	 蔭山　倫理　様

兵庫県弁護士会	 副 会 長	 本郷　秀夫　様

日本公認会計士協会兵庫会

	 会 　 　 長	 八木　一法　様

兵庫県行政書士会	 副 	 会 	 長	 堀川　秀男　様

近畿税理士会神戸支部

	 副 支 部 長	 西原　正博　様

兵庫県不動産鑑定士協会

	 副 会 長	 足立　英基　様

兵庫県社会労務士会

	 副 会 長	 石原　利男　様

兵庫県建築士事務所協会

	 常 任 理 事	 成瀬　秀一　様

兵庫県宅地建物取引業協会

	 理 　 　 事	 小林　昌三　様

顧　　　問	 衆議院議員	 松本　剛明　様

　　同	 衆議院議員	 西村　康稔　様

	 代 　 理	 奥澤　高広　様

　　同	 衆議院議員	 赤羽　一嘉　様

	 代 　 理	 川元揚二郎　様

第73回
平成26年 定時総会
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顧　　　問	 参議院議員	 鴻池　祥肇　様

	 代 　 理	 菊川　義浩　様

　　同	 参議院議員	 末松　信介　様

	 代 　 理	 吉岡　　健　様

　　同	 県 会 議 員	 加茂　　忍　様

　　同	 県 会 議 員	 加田　裕之　様

　　同	 県 会 議 員	 黒川　　治　様

　　同	 県 会 議 員	 幣原　みや　様

　　同	 県 会 議 員	 野口　　裕　様

　　同	 県 会 議 員	 合田　博一　様

　　同	 顧問弁護士	 田辺　重徳　様

兵庫県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

	 理 事 長	 堀　　次夫　様

兵庫県土地家屋調査士政治連盟

	 会 　 　 長	 津村　章浩　様

❖来賓祝辞	 	

　次のご来賓の方々からご祝辞をいただいた。

神戸地方法務局	 局 　 　 長	 田邉　　豊　様

兵 庫 県	 知 　 　 事	 井戸　敏三　様

　代　　読	 副 知 事	 吉本　知之　様

日本土地家屋調査士会連合会（DVD）

	 会 　 　 長	 林　　千年　様

兵庫県司法書士会	 会 　 　 長	 蔭山　倫理　様

顧　　　問	 衆議院議員	 松本　剛明　様

　　同	 県 会 議 員	 加茂　　忍　様

　　同	 県 会 議 員	 野口　　裕　様

顧　　　問	 県 会 議 員	 加田　裕之　様

　　同	 県 会 議 員	 黒川　　治　様

　　同	 県 会 議 員	 幣原　みや　様

　　同	 県 会 議 員	 合田　博一　様

❖祝電披露（順不同）	

兵庫県行政書士会	 会 　 　 長	 村山　豪彦　様

兵庫県社会保険労務士会

	 会 　 　 長	 田中　道弘　様

兵庫県建築士事務所協会

	 会 　 　 長	 山本康一郎　様

兵庫県宅地建物取引業協会

	 会 　 　 長	 山端　和幸　様

近畿ブロック協議会	 会 　 　 長	 杉本　哲也　様

神 戸 市	 市 　 　 長	 久元　喜造　様

顧　　　問	 衆議院議員	 西村　康稔　様

　　同	 衆議院議員	 赤羽　一嘉　様

　　同	 衆議院議員	 松本　剛明　様

　　同	 参議院議員	 鴻池　祥肇　様

　　同	 参議院議員	 末松　信介　様

　　同	 県議会議員	 上田　良介　様

　　同	 県議会議員	 五島たけし　様　　

　　同	 県議会議員	 立石　幸雄　様　

❖表彰式	 	

神戸地方法務局局長表彰

　遠藤　好城（東播）	 大手　信明（神戸）

　木下　雅之（加古川）	 竹添　貴浩（西播）

　千櫻　高之（伊丹）	 福浦　茂樹（西播）　　　　

日本土地家屋調査士会連合会会長表彰

　相田　　宏（尼崎）	 植村　久樹（但馬）

　河嶋　　明（姫路）	 谷口　展昭（西播）

　富永　茂郎（東播）
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兵庫県土地家屋調査士会会長表彰

　岡﨑　直代（姫路）	 加藤徳十郎（姫路）

　門脇　直彦（明石）	 菊田　貴惠（加古川）

　木瀬　　徹（但馬）	 甲山　正則（東播）

　小柴　健二（神戸）	 田中　昭範（神戸）

　藤井　秀樹（神戸）	 松浦　康裕（阪神）

　八木　正人（西播）	 和田　利明（尼崎）

　渡邊　茂樹（伊丹）

日本土地家屋調査士会連合会会長感謝状受賞

（日本土地家屋調査士会連合会顕彰規程第 ７条 １項第 １号）

　江本　敏彦（神戸）	 奥村　昌寛（神戸）

　福岡　正隆（伊丹）　　　　

永年在籍長寿御祝

　和泉　　明（東播）	 河口　　清（神戸）

　福元　徳夫（阪神）　　　

日本土地家屋調査士会連合会会長表彰状受賞

（日本土地家屋調査士会連合会顕彰規程第 ６条）

　村上　康弘（事務局職員）

懇　親　会

　総会終了後に開催された懇親会では、初の試みとし

て姫路支部による土地家屋調査士制度PR活動である

「調査士のモノサシ」（コミュニテイFM　FMゲンキ

で毎月第 ２、第 ４水曜日　午後 ４時１５分頃　絶賛放送

中）を会場で再現するという催しも行われました。

会

長

副

会

長

副

会

長

副
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長

理

事
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事

綱
紀
委
員

神
戸
支
部
長

阪
神
支
部
長

伊
丹
支
部
長

尼
崎
支
部
長

姫
路
支
部
長

加
古
川
支
部
長

明
石
支
部
長

西
播
支
部
長

但
馬
支
部
長

東
播
支
部
長

淡
路
支
部
長

名
誉
会
長

事

務

局

岸
本
八
太
郎

橋
詰

　繁
美

安
居

　正
彦

河
嶋

　
　明

一

　
　
　同

一

　
　
　同

一

　
　
　同

樋
口

　敦
仁

宮
嶋

　
　明

織
田

　浩
司

瓜
生

　哲
也

増
田

　仁
志

新
田

　
　徹

山
端

　一
寿

坂
本

　喜
則

岸
部

　
　勇

立
花

　義
房

山
形

　健
郎

江
本

　敏
彦

一

　
　
　同

暑中お見舞い申し上げます
平成26年　盛夏
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第71回日本土地家屋調査士会
連合会総会トピックス
　第７１回連合会の総会

に行ってまいりまし

た。詳細は後日の連合

会会報、連合会Ｅメー

ルマンスリーに掲載さ

れますので、通常とは

少し違った目線の報告

を致します。

　日程は ６月１７日（火）、１８日（水）の二日間。例年どお

り東京ドームホテルにて行われました。

　火曜の朝 ８時に自宅を出発、姫路から新幹線にて東

京へ。新神戸で岸本会長、中井社会事業部長、山本業

務部長と合流、高橋研修部長とは現地にて合流です。

１１時半頃会場近くの水道橋駅に到着、大急ぎで昼食を

とり、すぐさま会場へ。

　会場では全国の会長、代議員が既に集まって各所で

情報を交換している様子。代議員として初めて参加す

る私にとっては威圧感のある雰囲気です。連合会役

員、各会会長、代議員合わせて１８１名、傍聴席にも多

くの会員が参加されています。

　連合会の総会はいきなり来賓が入場され、法務大臣

表彰の授与からスタートします。当会から江本名誉会

長が受賞されました。来賓が退出され、議長選出、会

務報告が終了した時点で午後 ３時半、これからが議事

本番です。二日間要するのも理解できました。

　午後 ５時で一旦審議は中断、懇親会では来賓に各党

の代表も多く来られ、その豪華さは正直予想外でし

た。

　二日目は朝 ９時半から審議を再開。質疑応答では議

論が白熱、１２時までの時間では足りず、少々強引な幕

引きを要する場面もありましたが、すべての審議は可

決され、無事総会は終了しました。

　議案書は１４０ページにも及ぶ膨大なものです。今回

初めて目を通しましたが、連合会の予算は約 ５億円で

す。私もそうでしたが、全会員のうち、連合会事業内

容や予算内容を確認している人は少数だと思います。

質問、要望事項は６０件、内容を確認するだけでも大変

です。しかし我々にはそれらを確認する義務がありま

す。一方的な要望だけではなく、双方が切磋琢磨でき

る適切な関係が望まれます。

　個人的にも、公にもやるべき改善は膨大で、ため息

が出そうになりますが、自分が関係しているすべてに

無関心であってはならないと、改めて感じることがで

きた総会でした。

（広報部長　岡田　卓也）
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　平成２６年 ６ 月 ７ 日、ANAクラウンプラザホテル神

戸にて、林連合会会長をお招きし、連合会が目指す今

後の調査士と調査士会について当会理事との座談会を

行いました。

　当会からは岸本会長、橋詰副会長、河嶋副会長、広

報部から私、岡田と菊田副部長が参加しました。連合

会の会務途中で神戸を通過するところ、新神戸で途中

下車していただき、無理なお願いを聞いていただきま

した。

林連合会会長

　平素は連合会に理解と協力をいただき感謝していま

す。兵庫会総会には参加できずに申し訳ありません。

岸本会長には日頃から大変お世話になっています。

　法務省や国交省と直接話ができる立場である現在、

その責任を噛み締め、全力で会務に取り組んでいま

す。本日はよろしくお願いします。

菊田広報副部長

　広報副部長の菊田です。よろしくお願いします。女

性キャラクターをメインとした「目指せ土地家屋調査

士」という連合会制度広報ポスターを作製されていま

すが、調査士制度にも積極的な女性進出を目指しての

ものなのですか？

林連合会長

　国の方針としても社会への女性進出を積極的に進め

ており、連合会広報部でもその狙いはあったのではな

いかと思います。今までにはあまりなかったことです

が、現在では連合会執行部でも女性理事が活躍してい

ます。

菊田広報副部長

　兵庫会では制度ポスターを関係先に送付するだけで

はなく、今年度は学校法人のキャリアセンターなどに

直接出向き、より効果的な制度広報を目指し活動して

います。そのような活動成果の集約は連合会研究所、

それとも広報部で行っているのですか？

林連合会会長

　制度広報については連合会広報部が担当です。学校

関係への制度広報は連合会でも取り組んでいます。例

えば学校の教科書には測量士は掲載されていますが、

調査士の記載はありません。今後掲載されるよう文部

科学省など、関係機関に働きかけていく予定です。

岡田広報部長

　調査士として業務を進める上で、なぜそれがダメな

のかと思う事柄がいくつかあります。例えば建物につ

いての評価証明でさえ、委任状が必要な行政が多いこ

とです。このことをどのように思われますか？

林連合会会長

　連合会で今現在進めている事案ですね。隣地所有者

不明の場合の措置の一つとして、納税情報を管理して

いる行政からの情報提供等、個人情報保護の観点を踏

まえつつ、調査士と地方自治の連携を関係機関に働き

かけています。

河嶋副会長

　就任後まだ １ 年ではありますが、林会長のマニフェス

林連合会会長との座談会
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トについての進捗状況についてお聞かせ願えますか？

林連合会会長

　認定基準点の公的位置づけ、競売物件への関与、建

築確認申請における境界確認業務を調査士業務の専業

とすることなど、引き続き進行中です。話し合いだけ

でなく正式な文書での要求も視野にいれております。

９３条報告書の改正については予定より遅れています

が、それはオンライン申請添付書類の原本提示省略に

ついての協議が進行中の為で、できればその部分も改

正９３条報告書に反映できればと考えています。

　単位会の研究は連合会委員会より進んでいる部分も

たくさんあります。９３条報告書や独禁法など、一から

やるのはもったいない。連合会と単位会が連携して合

理的に進めていけばいいと思っています。

橋詰副会長

　国交省に１９条 ５ 項の登記基準点が認められたことは

大きい。文書が出たことで、この分野に調査士が関わ

る大きなきっかけになるでしょう。画期的なことだと

思います。

岡田広報部長

　１０年後の調査士と、我々を取り巻く環境はどうなっ

ていると思われますか？

林連合会会長

　今日、そのことを岸本会長と話していたところで

す。少子高齢化や、人口の一極集中は避けて通れない

と思います。かなりの数の自治体がなくなるという予

想も新聞では報道されています。東北の震災では、境

界がわからない方が多く、土地の所有権を放棄すると

いうような事態も起こっています。

　調査士の仕事量が減少しているという話を聞きます

が、調査士としての業務の形態は増えています。私は

全く悲観的には考えておりません。逆に仕事量は増え

ていくのではないでしょうか。連合会もその為に全力

で取り組んでいます。

　私は機会があれば「境界紛争ゼロ宣言」を口にし、

そのたびに土地家屋調査士の取組としてピッタリだ

と、他士業や政治家の皆様から好評を得ています。こ

の連合会で取り組んでいる「境界紛争ゼロ宣言」は、

岐阜会では平成１９年から起案していたことなのです。

社会から境界紛争を根絶し、その後も紛争が起こらな

いような業務処理を行い、それでも万が一紛争が起

こった時には筆界特定、ADRにて万全な体制で取り

組むという骨子があります。

　我々が境界の専門家であるということを社会に広く

認知していただくことこそ、社会にとっても我々に

とっても良い結果が得られることに繋がっていくと思

います。

岸本会長

　林連合会会長、本日は誠にありがとうございまし

た。このような機会は全国でも初めてのことではない

でしょうか。兵庫会も事業計画である、境界の専門家

としての地図づくりに全力で取り組んでおります。今

後ともよろしくお願い致します。

　以上が座談会の概要です。短い時間でしたが内容の

濃いお話を聞かせていただきました。

（広報部長　岡田　卓也）
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回答者数　２９名
１ ．午前の部　『測量の基礎編』
　①講義の時間は、適当でしたか。
　　□ はい　28　　　　　□ いいえ　 0　

　②講義の内容は、理解できましたか。
　　□ はい　27　　　　　□ いいえ　 0
　　□ どちらともいえない　 １
　
2 ．午後の部　『基準点測量編』
　①講義の時間は、適当でしたか。
　　□ はい　24　　　　　□ いいえ　 2

◎理由：少々長すぎる。
　　　もう少し必要。

　
　②講義の内容は、理解できましたか。
　　□ はい　１8　　　　　□ いいえ　 0
　　□ どちらともいえない　 8
　◎いいえ・どちらともいえない方の理由
・説明が早すぎる部分があった。
・概ねは理解できた。
・雰囲気は分かったのですが、実際やってみない
と本当の意味で理解はできないと思いました。現
場でいろいろ考えてやってみたいと思います。

・点検計算、平均計算についていけなかった。
・平均計算のところが、もう少し時間が必要
・一部理解できない部分もあった。
・知識がないので理解できない部分が多かった。
・厳密網が不安

３ ．カリキュラムの内容は、適当でしたか。
　　□　はい　24　　　　□　いいえ　 １
　　□　どちらともいえない　 2
　◎いいえ・どちらともいえない方の理由
・少し多すぎるように思います。
・知識がないので理解できない部分が多かった。

4 ．今後、講義を希望する測量研修はありますか。
・GNSSによる基準点測量　 ２
・RTKまたはVRS測量
・GPS測量、解析ソフトの使用
・CAD研修
・誤差について
・偏心測量実地
・現況測量
・見積・積算についてやってほしい。
・公共基準点（登記基準点）測量の成果作成、電子
納品、測量に関して等
・座標変換についての基礎知識、注意点等（手
法・手順）
・調査士業に付随する市役所関係の手続き
・実務に合った細かい部分の研修をお願いします。

５ ．研修会の感想や意見があれば、お聞かせください。
・有意義であった。
・大変参考になりました。
・内容の濃い時間でした。ありがとうございました。
・お世話お疲れ様でした。ありがとうございました。
・すごく勉強になりました。ありがとうございま
した。
・聞いてよかったと思いました。ありがとうござ
いました。
・「測量の基礎」は、細かなノウハウも紹介してい
ただき（TSの設置等）、大変参考になりました。
・午後の部は少し難しい内容でしたが、参考にな
りました。
・研修会の内容が難しい。
・先輩方の貴重な体験がたくさん聞けて良かった
です。実務に活かしたいと思います。イメージ
的にわかるような教材があれば、より良かった
です。（ビデオやCGなど）
・黒田先生の講義に、もう少し時間がゆったり欲
しかった。
・ぜひ、基礎編・中級編等シリーズ化していただ
いて対象ごとにやってほしい。

開 催 日：5月10日（土）
場　　所：本会地階会議室
講　　師：本会技術対策委員会
研修概要：「午前の部」測量の基礎
　　　　　「午後の部」基準点測量
受 講 者：35名

平成26年度 測 量 研 修 会
（座　学）

第１回

アンケート集計結果
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回答者数　２４名

１ ．開催時期は、適当でしたか。

　　□ はい　24　　□ いいえ（　　　　月頃）　 0

2 ．費用については、適当でしたか。

　　□ はい　24　　□ いいえ（　　　円程度）　 0

３ ．実習時間は、適当でしたか。

　①測量実習

□ はい　24　　□ いいえ　 0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　②計算実習

　　□ はい　24　　□ いいえ　 0

4 ．この研修会で、情報交換・親睦などの交流ができ

ましたか。

　　□ はい　24

 誰と交流できましたか。

□ 受講者　2３　　□ 講師役員　１4

□ 協力メーカー　 6

　　□ いいえ　 0

５ ．講師の指導、運営は適切でしたか。

　①測量実習

□ はい　24　　□ いいえ　 0

　②計算実習

□ はい　24　　□ いいえ　 0

6 ．今後希望する測量実習の研修はありますか。

・測量実習を沢山していただきたいです。

・同様の実習でお願いいたします。GPS測量の

経験をさせていただきたい。

・来年はＢ班で研修したいと思います。

・次は、平板測量にチャレンジしてみたい。

・実際の業務に即した研修をしていただければ有

難いです（境界点の測り方、トラバーの出し

方、測点が見えないときの対応等）。

・より実務に近い研修をお願いできれば幸いで

す。また、測量機器の使い方等も学習できれば

幸いです。

・実際の現場見学がしてみたい。

・基準点測量

・土地に関する登記申請の細部指導研修

・今、思いつきません。

7 ．研修会の感想や意見があれば、お聞かせください。

・大変勉強になりました。　 ２

・風が気持ちよく、楽しい測量になった。楽し

く、とても勉強になりました。ありがとうござ

いました。

・なかなかよかったです。

・大変有意義な研修であった。

・講師役員ありがとうございました。

・指導者、受講者とも皆さん協力的でした。

・非常に勉強になりました。ありがとうございま

した。運営お疲れ様でした。

・測量、計算の時間が適当で、機械・ソフトを使

用でき大変よかった。

・機械について、正しい据え付け方がわかってよ

かったです。

・調査士をやっていく上で、貴重な経験ができま

した。みなさん、一度経験されることをおすす

めします。（平板）

・距離直読式観測手簿の「型式（様式）」が参考資

料の「型式（様式）」と異なっていたので、計算

が難しかった。

・研修自体は有意義でしたが、研修の施設につい

てあまり好ましくなかった。

・弁当がいまいち。

測量 研 修 会
（測量実習及び計算）

第２回平成26年度
開 催 日：5月16日（金）～17日（土）
場　　所：しあわせの村
講　　師：本会技術対策委員会
研修概要：Ａ 測量基礎　 Ｂ 基準点測量
　　　　　Ｃ 平板測量
受 講 者：25名アンケート集計結果
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平成25年度
第 2回 業　務　研　修　会

日　時：平成２６年 １ 月１４日（火）

場　所：姫路会場（イーグレひめじ　あいめっせホール）

　淡路支部での、土地家屋調査士による地籍調査の話

は以前にも聞いたことがありました。比較的人数の少

ない支部ですが、その中で研修をし、多くの会員が入

札に参加できるよう手続きもされているとのことです。

　県内の各地でも、また全国の各地でも地籍調査に関

わっているという話を聞きます。関わったことのない

私には、一筆の土地であっても苦労することを考える

と、地籍調査を果てしない思いで想像してしまいます。

しかし、土地家屋調査士として地籍調査の事業に関わ

っている人たちのことを、羨ましい気分で眺めていま

す。

　尼崎市における官民境界先行のメリットを、住民の

方は理解していただけているのでしょうか。とりあえ

ず、官民部分の境界を市のほうから境界を確定しよう

という働きかけで、見かけ上、無料で官民の境界協定

ができる、ということでいいのでしょうか。また、す

べてを同時に進行させるよりも、官民境界先行であれ

ば、公共用地の広範囲の境界を比較的早く確定してい

くことができるのですね。そうすれば、公共事業を円

滑に進めるためにも役に立つのではないでしょうか。

　これまで何回かの地籍調査に関する研修で、少しず

つは知ることができました。さらに具体的な内容を聞

きたいです。それらは地籍調査に関わらなかったとし

ても、普段の仕事の考え方や進め方に、大いに参考に

なると思います。

（姫路支部　増田　仁志）
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平成25年度
第 3回 業　務　研　修　会

日　時：平成２６年 ３ 月１８日（火）　１４時～

場　所：神戸市産業振興センター　 ３階ホール

内　容：①「建物の表示に関する登記について」

講師：兵庫県土地家屋調査士会　相談役

　　　吉井　敏恭	氏

②「日調連特定認証局の民間移行についての案内」

講師：兵庫県土地家屋調査士会　オンライン

　　　促進組織委員長　藤井	秀樹	氏

　ようやく春らしい暖かさを感じることができるよう

になった平成２６年 ３ 月１８日、神戸市産業振興センター

において、「平成２５年度	第 ３ 回	業務研修会」が開催

されました。今回の研修は、標記の通りでありますが、

当日は、時折、小雨がパラつくお天気模様でありなが

ら、私の予想以上の多くの方々が参加されておられま

した。

　本日の研修の第一部、「建物の表示に関する登記に

ついて」は、吉井敏恭氏により、「調査・測量実施要領」

の内容に基づき、長年の経験談・体験談を交えながら

ご説明して頂きました。

　まず、受託行為について、将来的な紛争発生の未然

防止の観点からも詳細な打ち合わせによって、委託業

務とその結果に齟齬を来すことのないよう細心の注意

を払うことが肝要であり、その一環として、建築主に

対しても、委託事実について確認の連絡をするのが本

来の姿であると説かれておられました。また、所在地

番の調査では、仮換地上の建物の所在地番の確認方法、

建物の現地調査では、種類によって建物として認定で

きる状態が異なるため建物の利用目的及び状況の調査

と種類の確認、建物の同一性の調査では、増築・改築

工事等における既存建物との同一性の有無の確認、さ

らに、建物の合体については、具体的な事例により、

ご説明して頂きました。最後に、「調査・測量実施要領」

に基づく適正な処理の重要性及び資格者として研鑚し

てゆくことの大切さを説かれるとともに、人としても、

相手に対する敬意・尊重の念を忘れず、真摯な気持ち

で日々の業務に励んでもらいたいとのお言葉で本日の

講義を締めくくられました。

　次いで、第二部、「日調連特定認証局の民間移行に

ついての案内」については、藤井秀樹氏よりご説明が

あり、それによると、電子証明書の発行元が、日調連

特定認証局から、本年１０月開局予定のセコムトラスト

システムズ株式会社が運営する認証局に変更されるこ

ととなり、これに伴い、現在使用されている電子証明

書は、その有効期限に関わらず、平成２７年 ２ 月末を予

定として利用できなくなり、新しい電子証明書への切

り替えが必要になるとのことです。新しい電子証明書

については、本年 ８月に申込書送付開始予定、本年１０

月中旬発行開始予定となるようです。

　ただ、新電子証明書の発行開始直後は、発行事務の

集中による遅れも予想されるため、証明書の利用がで

きない期間が生じてしまう可能性もあるようです。そ

のため、利用できない期間を完全に無くしておきたい

場合、現電子証明書の有効期限が本年１０月中旬までに

到来する会員の方は、現認証局である日調連特定認証

局で更新の証明書を発行しておく、又、有効期限が本

年１０月中旬～１１月中旬の会員の方も、早めに現認証局

で更新の証明書を発行しておく必要があるようです。

なお、新認証局から発行される電子証明書の発行負担

金については、現認証局が発行した電子証明書の有効

期限によって減額されるようです。

（広報部　中原　俊二）
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日　　時：平成２６年 ６ 月１４日（土）１４時～

場　　所：兵庫県土地家屋調査士会　地階会議室

内　　容：「兵庫県内における国土調査の諸問題」

司会進行　山本光利業務部長

パネラー　神戸支部　江本　敏彦	会員

　　　　　神戸支部　前田　哲也	会員

　　　　　西播支部　紙川　敏明	会員

　　　　　但馬支部　右近　一男	会員

　みなさんは国土調査についてどんなイメージをお持

ちでしょうか？　国土調査は地域性の特色が濃く、エ

リア外の土地家屋調査士にとって実際に現地を当たっ

てみないとわからないものがあり、ある意味身構えて

しまうところがあります。

　しかし会員間で具体的に国土調査についての諸問題

を提起し、それらの解決策を会員間で論議することは

業務前に対応策の前提知識を得ておくことにもなり、

非常に有意義なことであります。

　今回の研修は、加古川支部・姫路支部・明石支部に

おける事例を各支部の担当の方に挙げていただき、パ

ネラーの方々それぞれが意見を述べ合うパネルディス

カッションの形式で行われました。

　場数を踏まれた

先輩方がパネラー

であることから １

つの明確な解決策

が示されるものと

思っていました

が、なかなかそう

いうものではなく、方向性といったものは提示される

ものの、それが必ず正解というわけではない、地域性

を考えながら個別的に当たっていくものであるという

ことでした。

　例えば、国調図が現公図となっている場合、和紙の

公図にまでさかのぼって調査するのは当然のことです

が、明石市にはまた特別の事情があるなど地域性が如

実に出ている点であり、日頃明石の業務を行わない土

地家屋調査士にとってはわからないことです。しか

し、だからと言ってその事情を知らなかったから間

違った処理をしたでは済まされない話です。従って、

地域性という点で江本先生のご指摘あったとおり、

「どんな地域にどんな図面があるか、会として対応を

考える」ことはたいへん重要なことだと思います。

　研修においては、事例ごとに会員から活発な意見が

飛び出し、あっという間に予定の ２時間半が過ぎ去っ

てしまいました。

　研修の最後に紙川先生のおっしゃられた「過去の経

緯からの公図を見る目を養い、信念を持って事例に当

たるべきである。もし自分が筆界調査委員・筆界特定

登記官であるとすればどういう判断をするかを考える

べきである。」というお言葉が印象的でした。

　研修後、「経年

により当時と現在

の状況の不一致が

発生していると思

う」、「今後同内容

の研修を続け議論

を積み上げることが重要である」、「長狭物の絡む問題

をどう処理していくか研修をお願いしたい」などのさ

まざまな感想が出ておりました。

（広報部　大野　信之）

平成26年度　第 1回選択研修会
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日　時：平成２６年 ３ 月 ７ 日（金）１３時３０分～

場　所：兵庫県弁護士会館　 ４階講堂

　元広島高裁判事で、弁護士の上原裕之先生による、

ADRについての研修会が、兵庫県弁護士会館で行わ

れました。弁護士との共催は初の試みです。調査士、

弁護士合わせて１００名を超える盛況となりました。他

会からの参加も ６名あり（遠くは鳥取からも）、初の取

り組みに対する関心の高さがうかがえました。

　裁判官、弁護士、大学院と、経験値の高い上原先生

の講義は良い意味で予想外のものでした。高裁で数多

くの調停を成立させた経験から、調停者に必要なも

の、専門家の問題点、我々が目指すべき紛争解決につ

いてお話をしていただきました。

　ADRは裁判に比べ、未来志向の紛争解決イメージ

が必要で、当事者ら関係者全員が幸福に暮らしてい

く、未来を築くためのお手伝いなのだというお話は心

に残りました。

　専門家は自らの知識と肩書のせいで判断者の役割に

惹かれるが、もっとも難しいことは専門的な意見や助

言を与えつつ、なお質問者の役割にとどまり、当事者

と問題を分かち合うことであるというお話は、私の

ADRに対する想像を超えていました。

　知識やテクニックはもちろん必要なのですが、もっ

と先の、高尚なところのお話がメインであり、哲学的

なお話もありました。

　ADRの為には人間力を上げることが必要であり、

それは結果として調査士力もあげることになると感じ

た研修でした。

（推進委員　岡田　卓也）

「土地境界紛争におけるADRの果たす役割と人間力」
境界問題相談センターひょうごにかかる選択研修会
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平成2５年度第 6回理事会
【開催日】平成2６年 １ 月23日（木）

　平成２５年度第 ２回総合役員会分科会として開催、会
長あいさつの後、議事録署名人に髙橋雅史理事、田中
昭範理事の ２名が選任され、岸本会長を議長に会議が
進められた。

連絡・報告事項
1．会務全般報告
2．各部・委員会報告
3．全国会長会議報告
4．その他

審議事項
1．一般会計予算外支出の承認について
　一般会計の科目「雑支出」の予算外支出について、
財務部より会則第６４条に基づく提案が行われ、異議な
く承認された。

2 ．研修会ビデオライブラリの視聴によるCPDポイ
ントの付与について

　止むを得ず会場受講できなった会員に対する救済措
置及び研修受講の促進を目的に本会ホームページ「会
員の広場」内にある「研修ビデオライブラリ」に掲載
された研修会動画を閲覧した際のポイント付与方法に
ついて、研修部より提案が行われ、異議なく承認され
た。
　今後、会員へ周知し、平成２６年 ４ 月 １ 日より同取扱
いを行うこととされた。

3 ．日調連特定認証局の民間認証局への移行について
　日調連特定認証局が民間認証局へ移行されることに

伴い、会員へ更新手続について周知、サポートを図る
ための組織としてプロジェクトチームを総務部、業務
部連携で設置することが提案され、異議なく承認され
た。

協議事項
1．平成26年度事業計画案及び予算案の策定について
　平成２６年度事業計画案及び予算案策定に先立ち会長
方針が説明され、各部・委員会の基本方針について意
見交換が行われた。

2 ．三者PT小委員会について
　三者PTにおいて、三者の特徴を活かした企画立案
を行い、具体的な事業を行うための小委員会の組織化
について総務部より提案があり、意見交換が行われた。

3 ．その他
• 定時総会までの主な日程について　
•阪神淡路まちづくり支援機構発刊の書籍について
•WindowsXPのサポート終了に伴う対応について

平成2５年度第 7回理事会
【開催日】平成2６年 3 月2７日（木）

　会長あいさつの後、議事録署名人に遠藤好城理事、
濱口　徹理事の ２名が選任され、岸本会長を議長に会
議が進められた。

連絡・報告事項
1．会務全般報告
2．各部・委員会報告
3．その他

審議事項
1．平成25年度事業報告、平成26年度事業計画案及び
予算案について

　平成２５年度事業報告、平成２６年度事業計画案及び予
算案について順次審議が行われ、本会定時総会に上程
することとした。

2 ．旅費規則改正案について
　本年 ４月 １日からの鉄道運賃改定に伴う事務負担軽
減措置として、旅費支給を５００円単位とし、端数を切
り上げる規則改正案について審議が行われ、異議なく
承認された。

理事会トピックス理事会トピックス

TopicsTopics
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3 ．センターひょうご費用細則改正案について
　本年 ４月の消費税引き上げに伴うセンター利用に関
する手数料について、内税表示を保ったまま従来の消
費税（ ５％）相当額を減額することで費用細則を改正
する提案が行われ、異議なく承認された。

4 ．表彰受賞候補者について
　平成２６年度各表彰受賞候補者について異議なく承認
された。

5 ．役員等選任規則一部改正案について
　現行の役員選任規則第１２条第 ２号に規定する副会長
の人数は ３名となっているが、会則第２８条に規定する
副会長の人数は ３人以上 ４人以内となっていることか
ら、役員等選任規則を改正して会則と統一する改正案
の総会への上程について提案がなされ、異議なく承認
された。

協議事項
1．基準点管理システムに関する説明

平成26年度第 1回理事会
【開催日】平成2６年 ５ 月2０日（火）

　会長あいさつの後、議事録署名人中井富子理事、門
脇直彦理事の ２名が選任され、岸本会長を議長に会議
が進められた。

連絡・報告事項
1．会務全般報告
2．各部報告

審議事項
1．定時総会の議事について
　定時総会議事進行について総務部より提案があり、
異議なく承認された。

2 ．定時総会の運営について
　定時総会のタイムスケジュール及び議案について総
務部より提案があり、異議なく承認された。

3 ．平成25年度予算外支出について
　平成２５年度収支決算に基づく予算外支出について財
務部より提案があり、異議なく承認され、定時総会で
承認を受けることとした。

4 ．会長表彰受賞者について
　本年度定時総会において表彰受賞となる本会会長表
彰受賞者について、各支部より推薦のあった１３名につ
いて、異議なく承認された。

5 ．連合会定時総会代議員の選出について
　平成２６年 ６ 月１７日、１８日に開催される連合会定時総
会の出席代議員について、山本業務部長、岡田広報部
長、髙橋研修部長、中井社会事業部長とすることで提
案がなされ、異議なく承認され、同総会に会長と共に
出席することとした。

6 ．境界問題相談センターひょうご推進委員について
　推進委員の任期が平成２６年 ５ 月３１日をもって終了す
ることに伴い、次期推進委員候補者についてセンター
長より提案がなされ、異議なく承認された。

協議事項
1．その他
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政治連盟だより政治連盟だより
兵庫県土地家屋調査士政治連盟

会　長　津村　章浩

　日ごろより政治連盟の活動にご協力いただき感謝し

ております。

　さて、今国会において宅地建物取引業法と建築基準

法の改正法案が可決いたしました。一見するとよくあ

る改正法の審議と思われますが、これは議員立法で改

正した法案でありました。特に、宅地建物取引主任者

から宅地建物取引士への名称変更は、恐らく宅建業界

からの相当な要望があったことと推測されます。

　当該法案の提出者の一人である、兵庫 １区の盛山議

員は、民主党政権時に落選しており、その間もいろい

ろな面で応援していた宅建業界の変わらぬ支持が念願

を叶えた格好になったと感じております。

　当連盟も盛山議員はもちろんのこと、他の与党議員

とのお付き合いも民主党政権時からも変わらず支持し

ていた経緯から、我々も頑張れば、土地家屋調査士が

社会に貢献出来る法改正を提言し実現出来ると考えて

おります。

　相続登記を長期間未了のままで相続人が多数増加す

る問題は、相続登記を義務化する等の対策が必要で

す。すでに事務が煩雑になる問題を抱えた土地が多数

生じていることは、あまり問題にされず我々以外役所

の用地買収担当者ぐらいだと感じています。東日本大

震災の復興の際、特に高台移転する従前地所有者にこ

のような問題が起こっているようで、不在者財産管理

人の専任を迅速にすること等を家庭裁判所とも連携し

て行っている模様でありますが、根本的なまた全国的

な問題解決にならないと考えます。我々は以前から指

摘し法改正を要望してまいりましたが、この議員立法

方式を模索しながら、兵庫県の所属議員に訴えて行き

たいと考えております。

　また、地理空間情報活用推進基本法の第十八条第 ２

項に国は、その保有する基盤地図情報等を原則として

インターネットを利用して無償で提供するものとす

る。となっており、法務局備え付け地図、地積測量図

及び建物図面等は、国がその保有する基盤地図情報等

に当たるとの理由から、これらの情報を無償提供出来

ることも要望事項に含めつつ、その他にいろいろな問

題を議論出来る環境を、政治連盟として日頃より良好

な関係を維持しつつ、数多くある他の政治団体と比較

しても最優先の団体になるべく努力しております。

　この政治連盟だよりをお読みいただいた会員の皆様

には皆まで申し上げませんが、我々の要望を特に議員

立法方式で実現するにはさまざまな駆け引き等が予想

されます。どうかご協力いただき我々に政治を動かす

力を与えていただけますようお願い申し上げます。

　

※政治連盟の主な活動状況については、下記ホーム

ページでご覧いただけます。

兵庫県土地家屋調査士会ホームページ➡「会員の広

場」➡左下にあるバナー「兵庫県土地家屋調査士政

治連盟ログイン」をクリック!!

（http://www.chosashi-hyogo.or.jp/forum/seiji/index.htm）
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　来年の一月で阪神・淡路大震災から２０年となります。

　私は、兵庫県の県民モニターなるものに登録しており
まして、年間 ５回ほどのアンケートの依頼があります。イ
ンターネット上で答えるもので、謝礼として県立の美術館
や博物館などの入場券が頂けるので、神戸である総会や
研修会の際にプチお上りで見学したりします。
　又、同時に兵庫県で行われる行事や催しなどが配信さ
れますので、近くであるときは時々参加しておりました。

　その中で「ひょうご防災リーダー講座」なるものがあり、
興味がありましたので、昨年の平成２５年の講座に受講い
たしました。全１２回で ９月より年を越して３月に終了し
ます。順調に暇を持て余している私は「余裕で受講でき
るわい」と早速受講の申し込みをいたしました。
　受講の場所は三木市の兵庫県広域防災センターであり、
私の愛犬である「チコ」の出身の兵庫県動物愛護協会セ
ンターの三木支所のすぐ近くです（要らない情報でした）。

　講義は午前１０時頃から午後の ４時頃までビッチリと３
講義があり、兵庫県が主催されているだけあり、名だた
る大学の教授や専門官や、神戸海上気象台の気象官、
NHKの解説委員などおそらく日本で最高の講師の方に
講義をして頂きました。
　特に南海トラフ巨大地震についての講義では、近い将
来に必ず起こると思われる巨大地震について詳しく学び、
そのメカニズムからの対策を聞きました。
　日本人はこれまで数々の大きな地震を経験しており、
その中から色々な教訓を学びました。岩手県の姉吉地区
にある大津波記念碑なども同様で、「此処より下に家を
建てるな」の教訓碑は先人の大いなる忠告であり、安政
南海地震の際の「稲村の火」の言い伝えは、先人の知
恵と勇気の話であると思います。
　しかし東日本大震災では原子力発電所が破損して放
射能が漏れるという、今まで経験のない災害であった為、
その復興が実に難しいことになっているのだと思います。

　春になると皆が花見をしますが、河川の土手には桜の
花が多く植わっています。あれにも理由があるそうです。

春になると桜が綺麗に咲きます。すると呑兵衛がそれに
つられて花見をします。たくさんの呑兵衛が土手に集まっ
て花見をしますると、土手を踏み締まり固まります。そ
れによりそのあとの梅雨の大雨に備えることができるの
です。「土手の花見の防災」と言われるものです。

　講義は単位制になっており、地域の防災訓練への参
加や、１.１７ひょうごメモリアルウォークに参加する単位が
あります。防災訓練は過去に参加したことがありますが、
１.１７ひょうごメモリアルウォークには参加したことがな
かったので、今回初めて参加しました。
　２０年前の震災の日に神戸の被災された人たちが、この
神戸の道を不安でいっぱいになりながら、歩かれたのだ
なぁ～と感じました。
　私は平成 ７年に土地家屋調査士に合格しましたので、
その年の１２月にまだ震災の爪あとが残った神戸に認証式
にいきました。歩きながらその当時のことを思い出しまし
た。

　ひょうご防災リーダー講座を終了するともれなく防災士
の受験資格が与えられます。
　防災士は「NPO法人日本防災士機構」にて資格認定
された民間資格で「防災士資格取得試験」なるものに合
格すると与えられます。合格率はおそらく限りなく１００%に
ちかいものです。「？」と思いますが、そこは民間資格で
すので一人でも多くの方が防災に関心を持つことを主眼
においたものであると思います。
　民間資格ですが「NPO法人日本防災士機構」の役員
等の関係者は政府・自治体の重職者がなられており、政
府・自治体・大学や教育機関などが深く関わられており、
単なる民間資格を超えた民間資格ではないでしょうか。
と言いながら私は未だに「防災士」なる資格には登録し
ていません・・・・・

　講座は大変有意義な講座で、その内容は興味深いも
のですので、もし機会があれば受講されることをお勧め
いたします。
　ちなみにひょうご防災リーダーの受講料は無料でした。

（但馬支部　寺内　正成）

このコーナーの原稿を募集しています。
皆様からの投稿をお待ちしています。
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　広報部で、♪目立たぬように、燥がぬように♪と作

戦を立てていますが、記事を書くとなるとそうはいか

ないので、困っています。他の会員の方に振っても、

ご謙遜なさって、書いてはもらえないと考え、無駄な

抵抗はしないで、文才もないのに自分で投稿します。

　今回は、この １年を振り返って、最も時間を費やし

た事件を題材にし、だらだらと書いてみました。読ん

でみてやってください。

　国土の大半は山林ですが、わが町「宍粟（しそう）市」

は、自称「しそう森林王国」。その王国の地籍調査は

昭和３０年代前半に始まり、平地の測量が終わって、今

は、売りの森林の地籍調査が進行中です。

　昨年 ６月に、林道の分筆登記の事件を受託しました。

地籍調査が済んでいる地区なのですが、昭和５０年代に

「航測法」によって、基準点・境界が測量されています。

先日、国土調査の諸問題をテーマに研修会がありまし

た、その話題の中で、航測法による基準点設置という

言葉が交わされましたが、基準点だけでなく、境界も

航測写真で図化している地域です。光波測距義やＧＰ

Ｓ器機が普及した現在と比べると、アナログな感じで

すが、当時、この方法は画期的であったと思います。

縮尺は２５００分の １、精度は乙 ２の地区で、今、測量し

ても公差の範囲内で図化されていることが確認できま

す。が、年度ごとに地区を切って調査がしてあり、同

じ縮尺、精度で隣接していても「別図」の表示がされ

て、図面が分かれています。机上で座標を読み取ると、

図面間でぴったりは合いません。地籍図に境界標の印

の有るところには、当時、樹木に測量用の対空標識が

取り付けられて、その下に、プラスチック杭（空洞）

が設置してありますが、その数が少なく、境界線が屈

曲していても現地には境界標が設置されていないので、

今日、正確に境界を確認観測するには、所有者に立ち

会っていただき⇒境界標を設置して⇒測量機器を用い

て細部測量する必要があります。当時の地籍調査にお

ける森林の航測写真測量では、部分的にテープ測量や

航測写真の植樹界で境界線を決定したと聞いています

が、そこに耐久性のある境界標は設置してありませ

ん。

　今回、分筆する目的が、山の中腹を通る林道部分で

すから、広大地でも、少なくとも三分割（分割後の ２

筆は求積）はすることになり、委託者の指示は、残地

を林道から上を指示されていたのですが、私は、「谷

川付近で、マムシ・ヒルを警戒しながら、低木の生い

茂った所や、植林で暗いところを調査測量するより、

尾根や頂上の方が心地良く測量も容易」と委託者に説

明し、行政界にもなる稜線伝いに測量することにしま

した。踏査は一人で、熊よけの鈴をもって踏査しまし

た。基準点は、近くに二等と三等三角点 １ずつ、少し

離れて三等があったのですが、それを使用せずに、支

部のＦ氏にお願いして、電子基準点を使用したスタ

ティック測量で ３級基準点を設置していただきました。

その基準点を使用し、結合で細部測量用の多角点を設

けました。

　このときに、ちょっと、事件が起こりました。林道

の ３メートルほどの土手を駆け下りようとした時、

真っ逆さまに落ちてしまいました。一瞬、何が起こっ

たのかわからず、気がついたら、舗装された道路で肩

を強打していました。整形外科で診察してもらったら、

「脱臼」。レントゲン写真を素人が見ても明らかに肩の

骨が離れていました。「手術しないとくっつきません」

「時代遅れ」 西播支部

佐　古　井　　守
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と診断が下り、考えました。 ２週間先から立会の日程

が入っていましたので、そのことを理由に担当医と相

談して、ギプスとサポーターで固定して、 １週間後に

再来することで病院を出ましたが、再来する気はなく、

「手術⇒入院はしない」と自分に言い聞かせ、立会を

優先しました。その間に、インターネットで怪我の症

状による医学的診断を見ていたら、「見た目より大し

たことはない様な？」ことが載っていて、自分なりに

いい方に診断しました。しかも、日増しに痛みも取れ

ている気もしましたので。結局、そのまま １年が過ぎ

ています。

　話題を元に戻して、作業もマニアル通り行い、境界

杭を設置して、 ８月から ９月にかけて細部測量を行い、

筆界確認書類を作成して、順調に進行していたのです

が、１２月に「初雪」が降って、現地に入ることができ

なくなり、最後の写真が撮れないまま、年が明け、何

度か現地に行くことを試みましたが、雪が溶けず、工

期を ３度延ばしてもらいました。そして結局、 ３月の

晴れた日に徒歩で、一人現地に行って、写真を撮って、

何とか最終期限に間に合い？、 ５月に成果を納品する

ことができました。

　この １年間、土、日でも時間があればこの現場（山）

に行って歩いていました。片道 １時間半の現場で、

１００キロくらいは歩いたと思います。歩きは嫌いでは

ないので苦になりませんでしたが、肩の骨は浮いたま

まで、思い出に残る事件でした。将来、時代遅れの私

に、肩の痛みが出てこないか心配です。先日、近くの

診療所の先生に、肩を診て頂いたところ、「機能的に

問題がないならそのままでいいと思います」と、サラッ

と言っていただきました。これからも♪「目立たぬよ

うに、燥がぬように、こけないように」と思っていま

す。　　

測量機械・製図機・コンピュータ
事務機・事務用品・販売・修理

有  限
会  社 システム測器 40×40×5mm 60×60×5mm

＊神戸市（道路）境界票他各種取り揃えております。
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最近の綱紀事案において業務
委託者からの懲戒処分申立

が増えている。原因として、最も
考えられる点は調査士の社会から
の認知が我々の想像以上に進んで
いるのではないかと思われるとこ
ろである。業務委託者の懲戒処分
申立内容では、以前は割合単純に
費用面あるいは依頼内容と差異の
ある結果等についての調査士相手
でなくとも起こりえる事項に関し
て提起されることが大部分であっ
た。ところが近年は不動産登記法
はもとより土地家屋調査士法・会
則まで踏み込んだ、我々を高度の
専門職であり法律職の一部として
も見ているような申立内容がほと
んどである。
大多数の職務上の解決困難なトラ
ブルがない会員は今までどおり、
職務に関し研鑽を重ね、調査士が
行うべき正当な業務を遂行してい
けばなんら問題はない。先日、新
しい追録が発行された調査・測量
実施要領を研究し関連法規と会則
を読めばその一助となる。
多くの受託事件をこなしている会
員の中には、実際の所有者である
依頼人とまったく連絡や面談など
しないで必要書類収集を不動産業
者に任せているため（現実には不
動産業者の組織の一部に組み込ま
れているようである。）依頼人か
らの苦情などに対応できないで問
題を大きくさせていることがあ
る。このような場合、依頼人に対
し委託の目的やその権限等を調
査・測量実施要領どおりに調査す
ればほとんど防げる。これが面倒
で手間がかかると考えるならば、
この面倒で手間がかかる業務を行
わないで調査士として報酬を得る
のはいかがなものかとも考えるべ
きである。

補助者任せで現場に行かない
会員も綱紀案件の対象とし

て存在する。一義的に、懲戒処分
申立者が本職が現場に行かず補助

者だけで現場作業を行っているの
を問題視してくる。実際には現場
作業だけでなく、その他の立会い
依頼や電話での質問などへの説明
対応についても本職が対応せず常
に補助者が対応したため、感情的
なものが根底にあると思われる。
本職の会員が実際に現場に赴き、
隣接土地所有者等に調査士として
当然の対応をしていればなんら問
題にならない。

登記関連書類が揃っていれば
現実の関係者の意思を確認

しなくとも良いと判断し手続きを
進めて登記が完了した後で、書類
上意思表示したはずの関係者がそ
の意思表示時点で存在しない。そ
んなことが利害関係人により発見
され懲戒処分申立がされることも
複数存在する。調査士として必要
な確認を行えば発生しない事項で
ある。
調査士の資格はあるが現実に測量
業務などは行ったことがなく、書
類の作成もほとんど他人任せで、

今後も自分自身で業務を行うつも
りはないと言われる会員もいた。
調査士資格のない測量のできる人
が現場作業などをすれば経済的に
依頼者のためになるとも言われ
た。このパラグラフにつき文章を
過去型にしたのは既に法務局の処
分決定後に退会されているからで
ある。本人は本来、調査士資格が
取得しにくい時代に試験合格され
た優秀な方であるので自身の考え
が通用しないことを承知されたも
のと思われる。

調査士会には会則があり、守
るべきものである。分かり

やすいものは会費を支払うこと、
年計報告などをすること。これら
の事項に反すれば明確に会則違反
である。そのため、繁忙などのた
め年計報告が少し遅れる会員は数
えるほどいるが、調査士会が何度
催促しても年計報告書を提出しな
い会員はほとんどいない。提出し
なければ当然、綱紀事案となるし、
注意勧告処分などの対象者とな
り、調査士会の処分を受ければ管
轄法務局に報告が行く。
係争地の場合に相手方の土地に無
断で入ったといわれることは綱紀
案件としてよく出てくる。入れる
状況を作ってから入るしかない。

思いつくままに典型的な綱紀
事案を並べたが全て現実と

状況を少し変えている。妙に現実
味がありそうなところは私の作り
話です。単純に分かりやすくした
ためと具体的に当事者及び綱紀事
案の特定をしてほしくないためで
す。
現在、綱紀委員会は各支部より選
出された優秀な方々が複雑な綱紀
事案に対応しています。各委員は
職務上、内容など一切話せません。
また、自身が対応していない事案
にはほとんど不知です。それらに
つき会員皆様の御理解と御寛恕願
います。

神戸支部
正心　章

例題的綱紀事案と
その対応



23２０１4・7・No. ５５１　●

会報

総　　　務　　　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

１ 月 ７ 日（火） 法務局新年挨拶 神戸地方法務局 岸本会長、橋詰・河嶋両副会長、関和総務部長出席
１月１５日（水）
～ １月１６日（木）全国会長会議 土地家屋調査士会館 岸本会長出席

１月１５日（水） 日調連新年賀詞交歓会 東京ドームホテル 岸本会長出席

１月１７日（金） 近ブロ総務部会・近畿各会支部
長会議長等交流会の合同会議 大阪会会館 関和総務部長、樋口支部長会議長出席

１月２０日（月） OB会 本会会議室 岸本会長、安居総務部長、関和総務部長出席

１月２０日（月） 登録証交付 本会会議室 １名

１月２３日（木） 新入会員面談 本会会議室 １名

１月２３日（木） 総合役員会 本会会議室 一般会計予算外支出の承認について他

２月 １日（土） 北野聖造氏旭日中綬章受章記念
祝賀会 ホテルオークラ神戸 岸本会長出席

２月 ６日（木） 登録証交付 本会会議室 ２名

２月 ６日（木） 自由業団体連絡協議会会長・
広報担当者会議 弁護士会館 岸本会長、岡田広報部長出席

２月１４日（金） 近ブロ近畿各会・正副会長会議 京都センチュリーホ
テル

岸本会長、橋詰・安居・河嶋各副会長、福岡・黒田・
藤井各連合会委員出席

２月１８日（火） 新入会員面談 本会会議室 １名

２月１８日（火） 常任理事会 本会会議室 今年度事業の進捗状況について他

３月 ３日（月） 新入会員面談 本会会議室 ２名

３月 ７日（金） 登録証交付 本会会議室 １名

３月 ９日（日） 志野忠司氏旭日小綬章受章記念
祝賀会 奈良ホテル 岸本会長、橋詰・安居・河嶋各副会長出席

３月１１日（火） 常任理事会 本会会議室 平成２６年度事業計画案及び予算案について他

３月１４日（金） 登録証交付 本会会議室 ２名

３月１４日（金） 総務・財務合同部会 豊岡市 平成２５年度事業報告について他

３月１８日（火） 新入会員面談 本会会議室 １名

３月２５日（火） 行政書士会との打合せ会 本会会議室 安居副会長、関和総務部長、山本業務部長出席

３月２７日（木） 法務局長退任あいさつ 本会会議室 岸本会長出席

３月２７日（木） 部長会 本会会議室 平成２５年度事業報告について他

３月２７日（木） 理事会 本会会議室 平成２６年度事業計画案及び予算案について他

４月 １日（火） 弁護士会会長あいさつ 本会会議室 岸本会長、橋詰・安居両副会長出席

４月 ４日（金） 兵庫県土地家屋調査士政治連盟
第１４回定時大会 あすてっぷ神戸 岸本会長出席

４月 ７日（月） 法務局長着任あいさつ 本会会議室 岸本会長、橋詰・安居両副会長出席

４月 ７日（月） 登録証交付 本会会議室 １名

４月 ８日（火） 総務・財務合同部会 本会会議室 平成２５年度証票特別会計繰越金の処分案について他

４月 ８日（火） 常任理事会 本会会議室 決算監査について他

４月１５日（火） 新入会員面談 本会会議室 ２名

４月１８日（金） 尼崎支部総会 尼崎中小企業センター 橋詰副会長出席

４月１８日（金） 西播支部総会 赤穂ロイヤルホテル 安居副会長出席

４月１８日（金） 但馬支部総会 ブルーリッジホテル 河嶋副会長出席

４月１８日（金） 淡路支部総会 サンライズ淡路 岸本会長出席

４月１９日（土） 明石支部総会 道後温泉ホテルはな
ゆづき 岸本会長出席

４月１９日（土） 東播支部総会 西脇ロイヤルホテル 橋詰副会長出席

４月２１日（月） 新入会員面談 本会会議室 １名

４月２１日（月） 総務・財務合同部会 本会会議室 平成２６年度定時総会の運営について他

部 会 ・ 委 員 会 報 告 自 平成2６年 １ 月 １ 日
至 平成2６年 ６ 月3０日
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会報

総　　　務　　　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

４ 月２５日（金） 神戸支部総会 生田神社会館 安居副会長出席

４月２５日（金） 阪神支部総会 西宮神社会館 岸本会長出席

４月２５日（金） 伊丹支部総会 伊丹ホール 橋詰副会長出席

４月２５日（金） 加古川支部総会 加古川プラザホテル 河嶋副会長出席

４月３０日（水） 姫路支部総会 総社会館 河嶋副会長出席

５月 ８日（木） 登録証交付 本会会議室 ２名

５月 ８日（木） 常任理事会 本会会議室 定時総会の運営について他

５月 ８日（木） 名誉会長・相談役・参与会 本会会議室 平成２５年度の会務報告並びに平成２６年度の会務方針に
ついて他

５月１４日（水） 登録証交付 本会会議室 １名

５月１４日（水） 兵庫県司法書士会総会 ホテルオークラ神戸 岸本会長出席

５月１６日（金）
全日本不動産協会兵庫県本部・
不動産保証協会兵庫県本部定時
総会

ANAクラウンプラザ
ホテル神戸 安居副会長出席

５月１６日（金） 小田相談役を囲む会 西明石ホテルキャッ
スルプラザ 岸本会長出席

５月１７日（土） 兵庫県青年土地家屋調査士会総会 本会会議室 岸本会長出席

５月１９日（月） 近ブロ正副会長・部会長会議 大阪会会館 岸本会長、橋詰副会長出席

５月２０日（火） 総務部会 本会会議室 平成２６年度定時総会の運営について他

５月２０日（火） 法務局総務課長来会 本会会議室 岸本会長出席

５月２０日（火） 理事会 本会会議室 平成２６年度定時総会の議事ついて他

５月２０日（火） 新入会員面談 本会会議室 ２名

５月２２日（木） 兵庫県宅地建物取引業協会総会 ANAクラウンプラザ
ホテル神戸 河嶋副会長出席

５月２３日（金） 第７３回　定時総会 ANAクラウンプラザ
ホテル神戸 １６３名出席

５月２８日（水） 兵庫県建築士事務所協会総会 ANAクラウンプラザ
ホテル神戸 岸本会長出席

５月２９日（木） 兵庫県弁護士会定時総会 エスタシオン・デ・
神戸 橋詰副会長出席

５月３０日（金） 兵庫県社会保険労務士会総会 ホテルオークラ神戸 橋詰副会長出席

５月３０日（金） 兵庫県行政書士会総会 ホテルクラウンパレス
神戸 安居副会長出席

６月 ３日（火） 兵庫県不動産鑑定士協会総会 ANAクラウンプラザ
ホテル神戸 岸本会長出席

６月 ４日（水） 法務局首席来会 本会会議室 岸本会長、橋詰副会長出席

６月 ４日（水） 神戸調停協会あいさつ 本会会議室 岸本会長出席

６月 ５日（木） 近畿税理士会神戸支部総会 エスタシオン・デ・
神戸 河嶋副会長出席

６月 ６日（金） 九州ブロック定例協議会 博多都ホテル 岸本会長出席

６月１０日（火） 常任理事会 本会会議室 平成２６年度定時総会の総括について他

６月１０日（火） 登録証交付 本会会議室 ２名
６月１７日（火）
～ ６月１８日（水）連合会　第７１回　定時総会 東京ドームホテル 岸本会長、山本・岡田・髙橋・中井各常任理事出席

６月１８日（水） 日本公認会計士協会兵庫会総会 ホテルクラウンパレス
神戸 安居副会長出席

６月２４日（火） 近ブロ正副会長・部会長会会議 大阪会会館 岸本会長、橋詰副会長出席

６月２５日（水） 総務・財務合同部会 本会会議室 平成２７年度定時総会について他

部 会 ・ 委 員 会 報 告 自 平成2６年 １ 月 １ 日
至 平成2６年 ６ 月3０日
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会報

財　　　務　　　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

１ 月２３日（木） 監事会 本会会議室 常任理事会・理事会の出席について他

３月 ６日（木） 近ブロ財務部会 大阪会館 三嶋財務部長出席

３月１４日（金） 総務・財務合同部会 豊岡市 平成２５年度事業報告について他

４月 ８日（火） 総務・財務合同部会 本会会議室 平成２５年度証票特別会計繰越金の処分案について他

４月 ８日（火） 特別基金運営委員会 本会会議室 平成２５年度証票特別会計繰越金の処分について他

４月１５日（火） 監事会 本会会議室 決算監査について他

４月１５日（火） 決算監査 本会会議室 平成２５年度決算監査

４月２１日（月） 総務・財務合同部会 本会会議室 平成２６年度定時総会の運営について他

６月２５日（水） 総務・財務合同部会 本会会議室 平成２７年度定時総会について他

業　　　務　　　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

１ 月１６日（木） 業務部会 本会会議室 表示登記事務連絡会における法務局からの回答の整理
について他

１月２８日（火） 加西市に対する基準点管理シス
テム説明会 加西市役所 橋詰副会長、高見情報管理室長、立花支部長出席

１月２８日（火） 国土調査報第１９条第 ５項指定申
請に関する説明会 連合会会館 山本業務部長、渡邊業務副部長出席

１月３０日（木） 地籍の沿革に関する打合せ会 本会会議室 江本名誉会長、橋詰副会長、山本業務部長、前田・
右近両会員出席

２月１８日（火） 情報管理室会議 本会会議室 次年度事業計画（案）及び予算（案）について他

３月 ８日（土） 地籍問題研究会平成２６年度通常
総会及び第 ９回定例研究会 大阪学院大学 山本業務部長、渡邊業務副部長出席

３月２７日（木） 業務部・社会事業部打合せ会 本会会議室 兵庫県国土調査推進協議会研修会への講師派遣について他

５月 １日（木） 近ブロ業務部会 本会会議室 岸本会長、橋詰副会長、山本業務部長、
渡邊業務副部長出席

６月１２日（木） 近ブロ業務部会 大阪会会館 岸本会長、橋詰副会長、山本業務部長、渡邊業務副部
長出席

６月２０日（金） 業務部・研修部合同部会 本会会議室 平成２６年度新入会員研修会の講師について他

広　　　報　　　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

３ 月 ５ 日（水） 広報部会 本会会議室 来年度事業計画と予算について他

３月１０日（月） 近ブロ広報部会 大阪会館 岡田広報部長出席

３月２７日（木） HP管理運営委員会 本会会議室 HPの管理について他

４月１１日（金） 自由業団体連絡協議会担当者打
合せ会 弁護士会館 岡田広報部長、菊田広報副部長出席

５月２０日（火） NHK訪問 日本放送協会神戸放
送局 岡田部長出席

６月 ３日（火） 寄付講座見学 立命館大学 岡田広報部長、箟広報部員出席

６月 ７日（土） 林連合会長への取材 ANAクラウンプラザ
ホテル神戸

岸本会長、橋詰・河嶋両副会長、岡田広報部長、
菊田広報副部長出席

６月１０日（火） 寄付講座見学 立命館大学 菊田広報副部長、中山広報部員出席

６月１６日（月） 甲南大学職業説明会 甲南大学 菊田広報副部長出席

６月１９日（木） 自由業団体連絡協議会担当者打
合せ会 弁護士会館 岡田広報部長、菊田広報副部長出席

６月２６日（木） 広報部会 本会会議室 会報 ７月号の編集について他

部 会 ・ 委 員 会 報 告 自 平成2６年 １ 月 １ 日
至 平成2６年 ６ 月3０日
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会報

研　　　修　　　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

１ 月１４日（火） 第 ２回業務研修会 姫路アイメッセホール ９０名受講

１月２０日（月） 第 ２回業務研修会 神戸産振センター ９３名受講
１月２５日（土）
～ １月２６日（日）近ブロ新人研修会

ホテルコスモスクエ
ア国際交流センター ２０名受講

１月２９日（水） 第 ２回業務研修会 和田山ジュピターホール ５１名受講

２月 ５日（水） 第 ２回業務研修会 サンライズ淡路 ２２名受講
２月 ７日（金）
～ ２月 ９日（日）第 ９回ADR特別研修（基礎） 大阪会館 ４名受講

２月１０日（月）
～ ３月１３日（木）第 ９回ＡＤＲ特別研修（グループ）

２月１２日（水） 第 ３回業務研修会に関する打合せ会 本会会議室 吉井講師との研修会講義打ち合わせ他

３月１４日（金） 近ブロ研修部会 大阪会館 髙橋研修部長出席
３月１４日（金）
～ ３月１５日（土）第 ９回ADR特別研修（集合） 大阪会館 ４名受講

３月１６日（日） 第 ９回ADR特別研修（総合） 大阪会館 ４名受講

３月１８日（火） 研修部会 本会会議室 今年度の総括について他

３月１８日（火） 第 ３回業務研修会 神戸産振センター １６５名受講

４月 ５日（土） 第 ９回ADR特別研修　考査 大阪会会館 ４名受講

５月１０日（土） 測量研修会（座学） 本会会議室 ３５名受講
５月１６日（金）
～ ５月１７日（土）測量研修会（実習） しあわせの村 ２５名受講

６月 ６日（金） 近ブロ研修部会 大阪会会館 髙橋研修部長出席

６月１４日（土） 選択研修会 本会会議室 ５５名受講

６月２０日（金） 業務部・研修部合同部会 本会会議室 平成２６年度事業計画について他

社　会　事　業　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

１ 月１１日（土） 阪神・淡路まちづくり支援機構
付属研究会発刊記念シンポジウム 兵庫県弁護士会館 岸本会長、河嶋副会長、三嶋・中井両まちづくり委員

出席
１月２０日（月） 筆界調査委員任命式 神戸地方法務局

１月２０日（月） 境界問題相談センターおおさか
研修会

大阪市立住まい情報
センター 河嶋副会長、中井社会事業部長、竹添理事出席

１月２２日（水） まちづくり事務局委員会 本会会議室 三嶋、中井両委員出席

２月 ４日（火） 社会事業部会 本会会議室 次年度事業計画について他

２月２４日（月） 近ブロ社会事業部・センター長
合同会議 大阪会館 河嶋副会長、中井社会事業部長出席

２月２５日（火） 社会事業部打合せ会 本会会議室 兵庫県用地課からの研修依頼について他

２月２８日（金） 法テラス兵庫地方協議会 神戸クリスタル
タワービル 門脇社会事業副部長出席

３月 ５日（水） 社会事業部小部会 本会会議室 兵庫県用地対策連絡協議会用地事務職員専門研修について他

３月１３日（木） 兵庫県用地課訪問 兵庫県庁 河嶋副会長、中井社会事業部長、門脇社会事業副部長、
竹添理事出席

３月１３日（木） 社会事業部会 姫路市 地籍調査状況調査について他

３月１８日（火） 社会事業部小部会 本会会議室 地積調査状況調査におけるバックアップ体制について他

３月１８日（火） 兵庫県用地対策連絡協議会用地
事務職員専門研修 兵庫県学校厚生会館 河嶋副会長、中井社会事業部長、門脇社会事業副部長、

竹添理事出席
３月２７日（木） 業務部・社会事業部打合せ会 本会会議室 兵庫県国土調査推進協議会研修会への講師派遣について他

部 会 ・ 委 員 会 報 告 自 平成2６年 １ 月 １ 日
至 平成2６年 ６ 月3０日
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技 術 対 策 委 員 会
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

２ 月１７日（月） 技術対策委員会 本会会議室 地籍調査の研究課題について他

４月１１日（金） 技術対策委員会 本会会議室 平成２６年度測量研修会の開催について他

５月１２日（月） 技術対策委員会 しあわせの村 平成２６年度測量研修会の現地確認及び打合せ他

境界問題相談センターひょうご
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

２ 月 ５ 日（水） 推進委員会 本会会議室 運営状況報告他

２月 ７日（金） 運営委員会 本会会議室 運営状況報告他

３月 ７日（金） 推進委員班会議 本会会議室 消費税引き上げに伴う対応について他

３月 ７日（金） センター研修会 弁護士会館 ５４名受講

３月１８日（火） 毎日新聞取材 本会会議室 三嶋センター長、岡田広報部長出席

４月 ８日（火） 運営委員会 本会会議室 運営状況報告他

４月１６日（水） 推進委員会 本会会議室 運営状況報告他

６月 ４日（水） 推進委員会 本会会議室 運営状況報告他

６月１０日（火） 運営委員会 本会会議室 運営状況報告他

６月２５日（水） センター研修班打合せ 本会会議室 ７月１９日開催予定の研修会内容について他

支 部 長 会
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

１ 月２３日（木） 支部長会 本会会議室 大阪会との合同支部長会について他

２月２８日（金） 大阪会との合同支部長会 大阪会館 基準点管理システム説明会他

４月 ８日（火） 支部長会 本会会議室 加古川支部の議案について他

社　会　事　業　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

４ 月 ２ 日（水） まちづくり事務局委員会 兵庫県弁護士会館 三嶋、中井両委員出席

４月 ８日（火） 国土調査推進協議会研修会に向
けた打合せ会 本会会議室 国土調査推進協議会研修会の講義内容について他

４月１１日（金）「兵庫県国土調査推進協議会研修会」担当者訪問 猪名川町役場 山本業務部長、中井社会事業部長出席

４月２４日（木） 兵庫県国土調査推進協議会研修
会

兵庫県土地改良事業
団体連合会 ６Ｆ

岸本会長、橋詰・河嶋両副会長、山本業務部長、中井
社会事業部長、門脇社会事業副部長出席

４月２６日（土） シンポジウム「津波から人命を
守る」

兵庫県立美術館ミュ
ージアムホール

安居副会長、三嶋財務部長、山本業務部長、中井社会
事業部長出席

５月 ９日（金） 法テラス明石市役所内窓口開所式 明石市民会館中ホール 中井社会事業部長、門脇社会事業副部長出席

５月２１日（水） 神戸地方裁判所訪問 神戸地方裁判所 河嶋副会長、門脇社会事業副部長、村上事務局長出席

６月２０日（金） 社会事業部会 本会会議室 今年度の事業計画について他

６月２４日（火） まちづくり事務局委員会 神戸税協会館 三嶋、中井両委員出席

部 会 ・ 委 員 会 報 告 自 平成2６年 １ 月 １ 日
至 平成2６年 ６ 月3０日
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○入会届
支　部

但
馬

入会年月

H
26
・
1
・
10

ふじた　　しんご

藤田　真吾

登 録 番 号

会 員 番 号

2 4 3 1

1 8 9 4

事務所 〒668-00１2　豊岡市下陰４０１－１１ 測補

T E L 0796（20）１074 FAX 0796（20）１074

E-mail
支　部

尼
崎

入会年月

H
26
・
2
・
3

きよふじ　まさゆき

清藤　政之

登 録 番 号

会 員 番 号

2 4 3 2

1 8 9 5

事務所 〒66１-002３　尼崎市大西町 ３丁目１７－２０ 測

T E L 06（6428）0１0１ FAX 06（6426）１１2３

E-mail mikata@hcc１.bai.ne.jp
支　部

尼
崎

入会年月

H
26
・
2
・
3

おかだ　　かずや

岡田　和也

登 録 番 号

会 員 番 号

2 4 3 3

1 8 9 6

事務所 〒66１-002３　尼崎市大西町 ３丁目１７－２０ 測補

T E L 06（6428）0１0１ FAX 06（6426）１１2３

E-mail
支　部

尼
崎

入会年月

H
26
・
3
・
3

とみざわ　せいじ

富澤　誠二

登 録 番 号

会 員 番 号

2 4 3 4

1 8 9 7

事務所 〒660-007５　尼崎市大庄中通 ２丁目６４ 測

T E L 06（7５0５）１１94 FAX 06（7５0５）１３64

E-mail tomizawa-silver-tec@maia.eonet.ne.jp

支　部

神
戸

入会年月

H
26
・
3
・
10

土地家屋調査士法人　中尾パートナーズ使用人

きはた　　かつのり

木畑　勝則

登 録 番 号

会 員 番 号

2 4 3 6

1 8 9 9

事務所 〒6５0-002１　神戸市中央区三宮町 １丁目 ３－１５ 測補

T E L 078（３92）３277 FAX 078（３３１）7906

E-mail kihata@to-ki.gr.jp

支　部

姫
路

入会年月

H
26
・
5
・
1

いけだ　　くにやす

池田　邦泰

登 録 番 号

会 員 番 号

2 4 3 8

1 9 0 1

事務所 〒670-09５2　姫路市南条４２５　Ｒビル ２階 測補

T E L 079（227）５667 FAX 079（227）５667

E-mail ikeda_realty_office@zeus.eonet.ne.jp

支　部

神
戸

入会年月

H
26
・
4
・
1

なかやま　　　たかし

中山　　隆

登 録 番 号

会 員 番 号

2 4 3 7

1 9 0 0

事務所 〒6５0-0022　神戸市中央区元町通 ５丁目 ２－ ３
　　　　　　甲南サンシティ元町３２０

司
認

T E L 078（３8１）69５１ FAX 078（３8１）69５2

E-mail

支　部

神
戸

入会年月

H
26
・
3
・
10

土地家屋調査士法人　中尾パートナーズ使用人

おなわ　　ひろゆき

尾縄　博之

登 録 番 号

会 員 番 号

2 4 3 5

1 8 9 8

事務所 〒6５0-002１　神戸市中央区三宮町 １丁目 ３－１５ 測補

T E L 078（３92）３277 FAX 078（３３１）7906

E-mail
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支　部

東
播

入会年月

H
26
・
5
・
1

たかはし　　　さとる

髙橋　　悟

登 録 番 号

会 員 番 号

2 4 3 9

1 9 0 2

事務所 〒677-00５4　西脇市野村町１２７０

T E L 079５（３8）827１ FAX 079５（３8）8272

E-mail takahashi.satoru@opal.plala.or.jp
支　部

神
戸

入会年月

H
26
・
5
・
1

どひ　　　しんじ

土肥　新治

登 録 番 号

会 員 番 号

2 4 4 0

1 9 0 3

事務所 〒6５4-00３３　神戸市須磨区東町 ４丁目 １－ ７ 測補

T E L 078（7３9）５977 FAX 078（7３9）５988

E-mail tv４nu５@bma.biglobe.ne.jp

○名簿記載事項変更・訂正
登録番号 会員番号 会員名 名簿記載事項 支部 名簿頁
１９２７ １３８５ 長濱　宏樹 （E-mail）nagahamahiroki@yahoo.co.jp 淡路 １４１
１６８１ １１２０ 熊澤　　務 （E-mail）sjk-bear27@maia.eonet.ne.jp 加古川 ９３
２０５６ １５１８ 三嶋　裕之 （E-mail）katutetu3405@yahoo.co.jp 神戸 １、３０
２２５２ １７１６ 小池　一公 （E-mail）	www@koike.daa.jp 姫路 ６７、７６
２４２１ １８８４ 早石　幸治 （E-mail）info@hayaishi.com 伊丹 ５４
２００６ １４６８ 川崎　義幸 （E-mail）yoshiyo44@zeus.eonet.ne.jp 神戸 １８	

支　部

明
石

入会年月

H
26
・
6
・
2

やまもと　まさと

山本　正人

登 録 番 号

会 員 番 号

2 4 4 1

1 9 0 4

事務所 〒6５１-2１48　神戸市西区長畑町２２２－ １ 建

T E L 078（96５）60１6 FAX 078（96５）629３

E-mail
支　部

加
古
川

入会年月

H
26
・
6
・
2

しいな　　　　あきら

椎名　　晃

登 録 番 号

会 員 番 号

2 4 4 2

1 9 0 5

事務所 〒67５-0１0１　加古川市平岡町新在家１０４－ １ 司
　
行
　
測補T E L 079（426）88５6 FAX 079（426）8970

E-mail better@soleil.ocn.ne.jp

○事務所変更届
登録番号 会員番号 会員名 事務所 電話・FAX 支部 名簿頁

２４２６ １８８９ 鈴木　浩二
〒６５７-００３５
神戸市灘区友田町 ３丁目
３－１１

TEL	０７８（８４１）５９０５
FAX	０７８（８４１）５９０６ 神戸 ２１

２３６１ １８２４ 中山　敬一
〒６５１-２１３１
神戸市西区持子 １丁目２１９
持子中商ビル ２階

TEL	０７８（９２５）４８００
FAX	０７８（９２５）４８０１ 明石 １００、１０６

２２４７ １７１１ 北村　孝志 〒６７６-０８０５
高砂市米田町米田１０６４－ １

TEL	０７９（４３３）８３０５
FAX	０７９（４３２）１２４２ 加古川 ８８、９２

１９７８ １４３６ 小野　由述 〒６６２-０８７１
西宮市愛宕山 ５－４１

TEL	０７９８（７８）２６９７
FAX	０７９８（７８）２６９８ 阪神 ４０
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○退会届
登録番号 会員番号 会員名 退会年月日 事　由 支部 名簿頁
５３７ ３５３ 田中　　勧 H２６. １. ３１ 廃　業 姫路 ７８、１６３

２３６６ １８２９ 今西　　幹 H２６. ３. １０ 退会（東京会へ） 神戸 １５、１５８

２２５７ １７２１ 浅岡　俊博 H２６. ３. ３１ 廃　業 伊丹 ５０、５１、１５７

１６５８ １０９１ 渡邊　　修 H２６. ３. ３１ 退　会 但馬 １２９、１６９

１４２４ ８６４ 福山　　巌 H２６. ３. ３１ 退　会 西播 １１７、１６６

２３８３ １８４６ 中原　俊二 H２６. ３. ３１ 退　会 尼崎 ６０、６３、１６４

２０５５ １５１７ 黒川　誠一 H２６. ３. ３１ 退　会 阪神 ４１、１６１

１４９９ ９８９ 山中　英男 H２６. ４. ２２ 廃　業 姫路 ８４、１６９

○事務所変更届
登録番号 会員番号 会員名 事務所 電話・FAX 支部 名簿頁

１８９３ １３４９ 髙田　寿宏
〒６５４-０１６２
神戸市須磨区神の谷 ６丁目
３－１０９－２０２号

TEL	０７８（７９３）６１２２
FAX	０７８（７９３）６１２２ 神戸 ２２

２０２７ １４８９ 井上　正人
〒６５２-０８０５
神戸市兵庫区羽坂通 ２丁目
１－４１

TEL	０７８（２１９）９５１７
FAX	０７８（２１９）９５１９ 神戸 １４

２２２０ １６８３ 一井　陽介 〒６７１-１１０７
姫路市広畑区西蒲田８１

TEL　変更なし
FAX　変更なし 姫路 ６８、７２

１５８１ １０２６ 小林　昌三 〒６６２-０８３４
西宮市南昭和町 ５－ ８－１０１

TEL　変更なし
FAX　変更なし 阪神 ４１

１４７６ ９１４ 山根　　勝
〒６７５-００３１
加古川市加古川町北在家
２５６０

TEL　変更なし
FAX　変更なし 加古川 ９７

２３７５ １８３８ 和田　　烈
〒６５７-００１６
神戸市灘区篠原台 ６－３０
炭山ハイツ１０２

TEL　変更なし
FAX　変更なし 神戸 ３４

２０４９ １５１１ 関和　　孝
〒６５１-００８４
神戸市中央区磯辺通 ３丁目
１－ ２　第三建大ビル８０３Ｂ

TEL	０７８（８５５）５９２５
FAX	０７８（８５５）５９２６ 神戸 １、２２

２３９９ １８６２ 大平祐規子
〒６５１-００８４
神戸市中央区磯辺通 ３丁目
１－ ２　第三建大ビル８０３Ｂ

TEL	０７８（８５５）５９２５　
FAX	０７８（８５５）５９２６ 神戸 １０、１６

２１０６ １５６８ 吉田　伸二
〒６５８-００６２
神戸市東灘区住吉台
４－ ３－４０２号

TEL	０７８（７７９）３２３０
FAX	０７８（８９１）７２２５ 神戸 ３３

２１７６ １６３８ 土屋　貴男 〒６６３-８１３５
西宮市上田西町３－４３－１００４号

TEL	０７９８（４９）２３４５
FAX	０７９８（４９）２３４４ 阪神 ３８、４３

○法人事務所変更届
法人番号 法人名 事務所 電話・FAX 名簿頁

１４-０００７ 平和土地家屋調査士法人
〒６５１-００８４
神戸市中央区磯辺通 ３丁目 １－ ２
第三建大ビル８０３Ｂ

TEL	０７８（８５５）５９２５
FAX	０７８（８５５）５９２６ １４７
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○法人成立
法人番号 法人名（社員名） 成立年月日 支　部 名簿頁

１４-０００８
土地家屋調査士法人　TAP
（社　員　　江本　敏彦）
（社　員　　鈴木　浩二）

H２６. １. ７ 神戸 １４８

～訃　報～　つつしんでご冥福をお祈りいたします。

尼崎支部　宮本　精一	殿（享年８２歳）
は、平成２６年 １月 ７日にご逝去され
ました。

（昭和３３年 ３月１９日入会）

尼崎支部　髙橋　定義	殿（享年６４歳）
は、平成２６年 ３月 ９日にご逝去され
ました。

（昭和６１年 ９月１７日入会）

明石支部　小林　謙三	殿（享年９１歳）
は、平成２６年 ５月 １日にご逝去され
ました。

（昭和４５年 １月 ７日入会）

○退会届
登録番号 会員番号 会員名 退会年月日 事　由 支部 名簿頁
１５４０ ９７９ 廣川　謙介 H２６. ４. ３０ 退　会 神戸 ２７、１６６

２１３６ １５９８ 川岸　宣之 H２６. ５. ３１ 廃　業 尼崎 ６２、１６０

１５７８ １０２２ 迫田　博幸 H２６. ５. ３１ 退　会 伊丹 ５３、１６１

４２ ２１３ 中尾　　修 H２６. ６. １０ 廃　業 東播 １３６、１６４	

２４３２ １８９５ 清藤　政之 H２６. ６. ３０ 退　会 尼崎 ６５、１６９	

２３１８ １７８２ 管村　謙一 H２６. ６. ３０ 退　会 加古川 ９３、１６２
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①兵庫県豊岡市
②自然豊かです。近くの電柱にコ
ウノトリが休憩します。
　（豊岡市下陰）
③ほぼ自宅で食事です。たまに持
参弁当。
④夕食時の一杯。
⑤読書（肩のこらない小説）

⑥自動車免許取得から無違反。
⑦公平誠実に、知識経験を積んで信頼されるように
日々精進していく所存です。

①兵庫県神戸市垂水区
②春になると新鮮なイカナゴが獲
れ、町中でイカナゴのくぎ煮の
甘い香りが漂う、とても良いま
ちです。（神戸市垂水区）
③豊中市蛍池にある『みつか坊主』
というラーメン屋さんのつけ麺
が絶品です。

④一杯のビール（第 ３ですが…）。
⑤家族と過ごすことと草野球をすること。
⑥特になし。
⑦依頼者の大切かつ重要な財産に関わる業務であるこ
とから常に重責を感じながら、誠心誠意業務を全う
する所存であります。

①神戸市垂水区
②坂が多いですが、のんびりして
いて住みやすい街です。
③お昼はよくできた嫁の作った弁
当が多いです。
④子供と遊ぶこと、子供と寝るこ
と
⑤思いっきり遊ぶ、思いっきりダ

ラダラ過ごす。どちらも好きです。
⑥球技は全般的に得意です。
⑦お世話になった諸先輩方の教えを忘れず、日々精進
していきたいと思います。

①兵庫県神戸市
②下町の人情味あふれる町です。
（神戸市灘区）
③マクドナルドやジョリーパスタ
④プラモデル、パソコン
⑤映画鑑賞、フィッシング
⑥
⑦地域密着型の頼りになるよろず
相談もできるような調査士さん。

①大阪
②静かな住宅街で老舗もたくさん
あります。
　（大阪市阿倍野区昭和町）
③コンビニおにぎり
④コーヒー
⑤読書
⑥ゴルフで３００ヤード飛ばせる（ま
がるけど）。

⑦土地家屋調査士として皆様のお役にたてるよう精一
杯努力していきたいと思います。

①奈良県十津川村
②大新聞の紙面を賑わす事件が
度々発生する。これは真逆の自
慢ですね。すみません。（尼崎市）
③特にありません。
④夕食を作りながらのつまみ晩酌。
⑤ゴロゴロしながら小説を読み気
付けばうたた寝。

⑥自慢するものが何もないとハッキリ言いきれるのが
自慢です。
⑦肩肘はらず自然体で誠実に業務を行っていきたいで
す。

新 入 会 員
ア ーン ケ ト

①出身地はどこですか？　　②あなたの住んでいるまちの自慢をしてください。
③現場でのお気に入りランチのお店とメニューを教えてください。
④仕事から帰ってのお楽しみは？？　　⑤好きな休日の過ごし方は？
⑥ちょっぴり自慢出来ることを教えてください。
⑦最後に土地家屋調査士としての意気込みをお願いします。

但馬支部
藤田　真吾

尼崎支部
岡田　和也

神戸支部
尾縄　博之

神戸支部
木畑　勝則

神戸支部
中山　隆

尼崎支部
富澤　誠二
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①福岡県北九州市小倉北区　ぎお
ん太鼓をたたいて育ちました。
②申し訳ない位、災害の少ない温
暖な地方です。（姫路市広畑区）
③
④収穫のある庭いじりです。家庭
菜園で、大根、たまねぎ、ソラ
マメ、トマト、キューリ、なす

び、ゴーヤ等を、又、夏みかんとゆずを妻と二人で
やってます。
⑤スポーツ観戦、囲碁、カメラ等です。
⑥かわいい孫（女の子と男の子）と、嫁と私の三世代
で楽しくハイキングや各種イベントに参加できるこ
とです。その時のお弁当は、私の妻であるバァバが
作ってくれます。
⑦年齢的に後がないので、仕事は常にbestを狙い、十
分時間をかけてやろうと思います。

①大阪市
②須磨海岸・須磨アルプス・妙法
寺川などの身近な自然環境に包
まれて、源平合戦などの歴史名
所がある風光明媚なまちです。
（神戸市須磨区）
③須磨区妙法寺の「凡蔵（ぼんく
ら）」讃岐うどんの有名店で、

えび天ぶっかけうどんがおすすめです。
④プロ野球のシーズン中は野球のテレビ観戦、シーズ
ンオフは、DVDの鑑賞です。
⑤読書、特に時代・歴史小説が好きで、池波正太郎や
佐藤雅美の作品をよく読んでいます。
⑥現在は特にないので、自己研鑽してこれから身に付
けたいと思います。
⑦長年従事している測量で培った技術を、土地家屋調
査士業務で生かして筆界を確認・確定し国民の財産
を明確にして、社会貢献に努めたいと思っておりま
す。

①岡山県
②閑静な町（西脇市野村町茜が丘）
③現在のところ特になし
④夕食　ジョギング
⑤ドライブ
⑥演歌の歌唱
⑦長きにわたる公務員としての経
験を生かし土地家屋調査士会の
発展に寄与したい。

①兵庫県
②藤原鎌足の孫である宇合が ８世
紀に建立した太山寺があります。
　（神戸市西区）
③ラーメン玉津のチャーシューメ
ンと餃子
④お酒をのみながらテレビをみる。
⑤ドライブ

⑥特にないです…
⑦正確な業務を行い信頼を受けるように頑張りたいで
す。

①神戸市
②豊かな自然が共存する街です。
（加古川市）
③さつまラーメンのやきめしセッ
ト
④ビールを飲みながらタイガース
の応援
⑤子どもと虫捕り・川遊び

⑥（昔々、）少林寺拳法・空手・柔道をやっていました。
⑦依頼された仕事を的確にこなし、信頼される土地家
屋調査士になりたいです。

姫路支部
池田　邦泰

神戸支部
土肥　新治

東播支部
髙橋　悟

明石支部
山本　正人

加古川支部
椎名　晃
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補助者証の更新手続について

　現在、会で発行している補
助者証は左記のタイプです。
発行日と有効期限の記載があ
ります。今、ご使用になって
いる補助者証の日付をご確認
下さい。また、以前のタイプ
の補助者証をお使いの方、有
効期限が切れている方は大至
急！更新手続をお願いいたし
ます。手続方法は下記の通り
です。

●有効期限満了の３か月前から交付の請求ができます。
●今、お使いの補助者証のコピーと写真（３㎝×４㎝、1枚）を揃えて、事務局までお申し出下さい。
●できあがり次第郵送いたします。（作成にお時間を頂きます）
●更新手続に於いて、料金は発生いたしません。

土地家屋調査士補助者証

事務所所在地
　○○○○○○○○

兵庫県土地家屋調査士会

●●　●●

● ● ● ●

土地家屋調査士氏名
登録番号　兵 庫　第×××号
電話番号　××××－××－××××
発 行 日　平成25年1月1日
有効期限　発行日から5年間　発行番号×××番
左の者は当会会員上記土地家屋調査士の
補助者であることを証する昭和55年12月31日生

注意事項

1．本証は業務執行中常に携帯すること。
2．本証は他人に貸与してはならない。
3．退職したときは、15日以内に本会に返納す
ること。

4．記載事項に変更を生じた場合は、15日以内
に本会に提出し訂正を受けること。

兵庫県土地家屋調査士会　電話 078－341－8180

有効期限は発行日から
５年です！

お し ら せお し ら せ



35２０１4・7・No. ５５１　●

会報

　広報部活動も ２年目になりました。大きな変化は、
アンケート後、会報が年 ２回の発行となりました。
　残念に思う方もあるかとは思いますが、内に向けて
の広報活動だけでなく、外に向けての広報活動をさら
に充実させて行くために、会報の校正・編集作業に掛
ける時間を減らして、高校や大学などへの学校訪問を
通じて、土地家屋調査士の制度広報をすすめ、調査士
の仕事に興味を持ってもらおうと、活動しています。
　現在、制度広報として、寄附講座を近畿ブロックで
開催しています。先日、本会の井本会員が講師を務め
る立命館大学での寄付講座に行かせていただきまし
た。
　政策科学部という学部に対する講義ですので、用語
の説明から丁寧に始まり、学生の気持ちを引き込む工
夫のされた解りやすい授業でした。おさらいの気持ち
で受けても十分興味深い、素晴らしい授業です。皆様
にも、ぜひ、見学をお勧めしたいと思いました。
　インターンシップの受け入れと同時に、兵庫会でも
講座を持てるよう、夢に向かって働きかけをしていま
す。講師の養成も必要となるので、参加して下さい。
　また、学校の役員の方や、OB会などを通して、学
校への結びつきを深めるために、皆様にもお手伝いを
していただけたら助かります。情報等ございましたら、
広報部までご連絡下さい。お待ちしています。

（広報副部長　菊田　貴惠）

　昨年度から広報委員になりました。申し訳ないこと
にこれまでは“広報部＝広報誌を作っているところ”
と言う認識で、さまざまな広報活動を推進・支援して
いることを今回初めて知りました。
　このところの各士業の受験者数の減少はかなり大き
く、残念ながら土地家屋調査士もその例に漏れません。
特殊技能的であり、他資格と混同される部分の少ない
士業でありながら、一般的な知名度が劣ることもあり、
その意味では他士業より不利かもしれません。
　各々の資格は国民の為に専門家が必要だからこそ創
られたわけであり、表題登記の専門家である土地家屋
調査士も当然他に取って代わることの出来ない専門家
です。
　しかしながら、このまま受験者数の減少が続けば、
業界の活力も下がり、専門家としての国民の信頼が揺
らぐ可能性もあります。
　一般の国民に解り難いからこそ専門家が必要なの
に、「規制緩和」「国民の自己責任」が叫ばれだしてか
らは「判りにくい資格は統合してしまえ」と言う、一
見耳当たりはいいが良く考えると乱暴な話はどの業界
でもあるようです。（ちなみに私もそのような資格（免
許？）を １つ持っていましたが…）
　土地家屋調査士のさらなる知名度またイメージの向
上のため、会員の皆様の協力をお願いすることがある
と思いますが、よろしくお願いします。

（広報部員　池口　千春）

事務局職員の新規採用について  

採　用
平成２６年 ６ 月２３日付　雜賀　裕一
　この度事務局の職員となりました雜賀裕一と申します。
　総務部・支部長会・庶務関係を担当させて頂きます。
　不慣れなことも多くご迷惑をおかけすることが多々あるとは思いますが、一日でも早く業
務に慣れ土地家屋調査士会のお役に立ちたいと考えておりますので、ご指導のほどよろしく
お願いいたします。

編集後記
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会員が所有し管理する測量機器について
業務使用中、携行中、保管中等の偶然の
事故を補償します。

団体総合生活補償保険
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第11回 会報Hyogoに参加してプレゼントを当てよう！！

クイズに挑戦し、答えが分かった方は解答欄にご記入の上、必要事項・アンケートと共に兵庫県土地家屋調
査士会事務局までファックスにて送って下さい。締め切りは8月31日（日）です。
正解者の中から、今回は抽選で被災地応援キャンペーンとして「東北の美味しいもの」をプレゼントします。

FAX番号　０７８－３４１－８１１５

ありがとうございました。今後の会報編集の参考にさせていただきます。 なお、プレゼント当選者の発表は商品の発送にかえさせていただきます。

住　所　〒

氏　名 職　　業

この会報をどこで見ましたか？ 興味があった記事を教えて下さい

会報にて企画して欲しい事などがあればご自由にお書き下さい。

「日本の夏」のクロスワードです。タテ・ヨコのカギを
ヒントにパズルを解き、グレーのマスに入った５文字を
並べかえてテーマに関係のある言葉にしてください。

1　チリリン～の音に涼感
2　日本生まれの造花。金魚さんとルー

ムシェア？
3　壱と書く数字
5　蒲焼きで、ひつまぶしで
6　日焼けにご用心。色素が沈着して

コレに
8　「気をつけ！」「前へならえ！」
12　ビーチで目隠し、剣道部は上段の構
え？

14　分かれ道に「左日光道」などの標識
15　上旬は何日まで？
17　コレと工作で図工
18　ウチワと違い能でも用います
19　病中にかぎらず「暑中」や「残暑」
も

23　球児たち、甲子園からお持ち帰り

題題
問問

締め切り：8月31日

タテのカギ
1　水のアート。あら、真ん中にショウ

ベン小僧くん
4　「麦わら」が似合う夏。風にさらわ

れぬよう
7　赤いかき氷は、何味？
9　かき氷のノレンでザブ～ン
10　ビンゴまであと一つ！
11　クールビズは、つまり厚着の反対
13　怪談のヒロイン、お菊さんやお岩さん
15　五重、バベル、エッフェルも
16　雷の古い読み方
18　明治までは日本にいて、月に吠えた？
20　水ようかんや葛まんじゅう
21　ヤゴがトンボに
22　ドンドンヒャララ♪にじっとしてい
られない！

24　レイシともいう楊貴妃が好んだ果物
25　キャンプ用具のコッヘルって何？

シチフクジン

ヨコのカギ

前回
　  の
　 解答解答欄

カマボコ コタツ
ド タイヨウ ウ
マジン ウジチヤ
ツマ サジ キク
クリキントン

カ ヨン ソ ア
カコウ コウフク
オトシダマ エビ

（

キ

リ

ト

リ

）
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岸　本　八太郎

（市営地下鉄）

高速神戸駅

JR
神戸
駅

湊川神社

バスターミナル

至長田

神戸
地方裁判所 弁護士会館

兵庫県土地家屋調査士会館中央体育館 司法書士
会館

大倉山駅

三井住友銀行 至三
ノ宮

至明
石

N

御坂サイフォン橋

（明石支部　中山　敬一会員）


